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エ ネル ギー問題 へ の関心 を

理事凍 京電力㈱ 常務取締役 三 井 恒 夫

アメ リカの大学の研究 センターへ 派遣 されてい る当社 の研究員か ら興味深いレポ

ー トが届 いた。

そのセンターでは,計 算機,哲 学,論 理学,心 理学 といった異分野の教授が各学

科の教貝 を兼任 しなが ら共通の基礎研究 を行 ってい る。

こうした研究セ ンターが,大 学 の中に実 にタイム リーに,し か もすばや く設立さ

れる柔軟 さに感心 した。設立当初 はお互 い意味が理解 で きず,戸 惑い もあったが,

今 は分野 を越 えて議論 をしなが ら研究 をしてい るとい う。

私立大学ではあるが,新 しい研究 を進めたい という意欲,そ して 自らの責務 を自

覚 して,常 にその戦略が討議 されている証左 でもある。

新 しいテーマは次々に生 まれ るか ら,そ れに合 わせてセンター を作 ったのでは大

学 もパ ンクす るのではないか と思 うが,そ こは三年 に一度見直 しを行 い,陳 腐化 し

たセンター は,容 赦 な く廃止 をしている。

まさに企業べ一 スの合理的な大学経営であ り,ア メ リカの基礎研究の強 さを見せ

られた気が した。

もう一つの彼の レポー トによると,常 に議論 をす る。異分野の先生か らもどん ど

ん コメン トを頂いているという。 こ うした風潮 は私共の周辺 には見 当た らない もの

の一つ であ る。

わが国の基礎研究が育 たない と言われ,日 米科学技術摩擦 に取 り上げ られている

が,そ れは両 国の資質の差 にあ るのではな く,そ ういった科学技術 を育てる環境 に

よる所が大 きいのではないか と思 われ る。

話は変わ るが,今 日おかれてい るエネルギー問題につ いて,国 民生活 とエネルギ

ー
,原 子力,環 境,省 エネルギー,新 エネル ギー など,本 質的 な問題 について議論

をし,異 分野の人 とも話 し合 う機会 を得 ていけば,解 決への道 も探 し出せ るのでは

ないだろ うか。

国民的 な議論の輪 を拡げ,御 関心 を持 って頂 くこ とを心か ら期待す る。

(みつい つねお)
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化石燃料利用のための

二酸化炭素排出量の定量的評価

重 田 閏～

はじめに

地球温暖化問題に係わる二酸化炭素排出量

の削減或いは抑制が国際的議論 の場 に登場

し,今 秋に も各国の対策が調整されようとし

ている。温暖 化への影響は不確実であるもの

の,こ の潮流は現在のエネルギー利用に再考

を促 しているともいえる。

化石燃料をエネルギー として利用する場合

安価で効率 の高い ものを選定す ることが経済

発展に寄与 してきたが,温 暖化ガスの排出が

問題視 されてきた状況においては二酸化炭素

排出原単位の低い化石燃料が好 ましいと考 え

ることは理にかなっている。

しかしながら,化 石燃料の燃焼だけからの

二酸化炭素排出原単位 を基準にすべ きではな

い。すなわち,エ ネルギー海外依存度の高い

我が国では化石燃料 を入手するまでの二酸化

炭素排出量を加味 して評価すべ きである。

本報は,これらの観点から各種化石燃料 を比較

評価する機会を得たことから,各産業界において

も利用できるデータベースを念頭に二酸化炭素

排出量の定量的評価について展望する。

1.化 石燃料の採掘か ら輸入までのエネル

ギー消費の概要

我が国に於いて石油が中東,東 南アジア,

中国等か ら,石 炭が豪州,中 国,カ ナダ,南

アフリカ等か ら,天 然ガスがLNGと して東

南アジア,中 東,豪 州,ア ラスカ等か ら輸入

されていることは周知 である。

以下,石 油,LNG,石 炭等の採掘から我

が国への輸入までの供給過程およびエネルギ

ー消費等の概要について述べ る。

1.1石 油

油 田 の エ ネ ル ギ ー 消 費 は 自噴 した 原 油 の 脱

塩 処 理 と随 伴 ガ ス の 処 理 等 で あ る。

随伴 ガ ス はLPG(液 化 石 油 ガ ス)NGL

(天 然 ガ ス液)が 分 離 さ れ 天 然 ガ ス と し て利

用 され る。

随伴 ガ ス に は 産 地 に よ って 異 な るが 二 酸 化

炭 素 が0～10%程 度 含 まれ 分 離 放 出 され る。

また,油 田 へ の 再 注 入,フ レ アー(利 用 で

きな い ガ ス を燃 焼 させ る設 備)で の 放 出燃 焼

が な され る。

原 油 に対 す る随 伴 ガ ス の 量 は,ガ ス/油 比

(StandardCubicFeets/Barrels二SCF/

B)で 表 され る が,油 田 に よ り異 な り,軽 質 原

油 系 油 田 で550SCF/B,重 質 原 油 系 で250S

CF/B程 度 で あ る。

ま た,油 田 の フ レ アー 率(フ レア ー で燃 焼 す

るガ ス の 比率)は,約10%程 度 で,随 伴 ガ ス 中

の 二 酸 化 炭 素 含 有 量 は 約5%程 度 で あ る。
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原油がタンカーに積み込まれる迄に,以 上

のエネルギー消費 と二酸化炭素の排出がある

訳である。輸入石油製品は産油国等の製油所

で生産され輸送されるがその消費エネルギー

は我が国で精製される石油製品と等 しい と見

なせ る。

1.2天 然ガス

天然ガスには,ガ ス井ガスと油田随伴ガス

がある。ガス井の場合 は,天 然ガス主体 であ

るが,LPG,NGLを 副産す る産地 もある。

LNG(液 化天然ガス)と して輸入するに

は,ガ ス井か らの粗天然ガスをメタン純度の

高いガスに して,液 化す る必要がある。

我が国のLNGプ ロジェク トでは,液 化設

備 とガス井 とが直結されてお り,油 田の場合

にフレアーされるガスはLNGの 場合は液化

設備の燃料 として利用 されている。

液化設備で燃料 として消費されるガス量は

プロジェクトによって差異はあるが概ね原料

ガスの10～15%で ある。

粗天然ガス中の二酸化炭素含有量は産地に

よって異なるが二酸化炭素は液化前に吸収除

去 され大気放出される。

LNGの 輸送はLNG専 用船 を用い航海中

のボイルオフガスは燃料の一部 として利用さ

れる。LNGを 我が国で利用するまでに以上

のエネルギー消費と二酸化炭素排出がある。

1.3石 炭

石炭の採掘 には露天掘,坑 内掘があり,採掘

に当たっては産地により異なるが石油,石 炭,

電力を消費する。炭鉱で採掘 された原炭は,

選炭工程 を経て製品炭 とな り,ハ ン ドリング

設備で鉄道等に積み込まれ積 出港 まで内陸輸

送される。積出港では一旦貯炭 され,船 積みさ

れ石炭専用船で海上輸送 される。石炭受入れ

にはコールセンターや消費地でハ ン ドリング

設備が稼働 し貯炭 した後,消 費され る。石炭 を

我が国で利用するまでに以上のエネルギー消

費とそれによる二酸化炭素の排出がある。

以上述べた化石燃料の輸入までのエネルギ

ー消費に起因する二酸化炭素排出量 を把握す

る為には,我 が国で輸入する化石燃料のルr

ツを調査 し,各 々の国に於けるエネルギー消

費等を把握 して,輸 入量に応 じて化石燃料単

位量当た りの二酸化炭素を推定す る方法が考

えられる。

この方法では,推 定 した年での二酸化炭素

排出量 しか得 られないが,現 状把握 としては,

充分であると考えられる。

すなわち,我 が国で入手する化石燃料が輸

入されるまでに排出される二酸化炭素量は,

産出国のエネルギー需給形態お よび輸入量の

変化を修正 していけば,概 略の把握が将来 と

も可能であるし,輸 入先の選定にも繋がるも

の と考えられ る。

たとえば,二 酸化炭素含有量の高いガス井

の利用はLNGと してではな く,メ タノール

や二酸化炭素 を利用 した炭化水素の製造等が

考慮 されることとなる。

我が国は他 国 と比較 して石油依 存度が高

く,石 油の利用割合 を低減 してい く方向にあ

るが,そ の理由の一つはエネルギーの安定供

給にあると考 えられ,エ ネルギールーツの多

様化が望 まれている。二酸化炭素の少ないエ

ネルギールー ツの探索は今後のエネルギー選

択の方向と考 えられる。

2.化 石燃料の産地別構成比
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我が国で消費する化石燃料の産地別構成 と

その比率 をもとに産地でのエネルギー消費や

輸送等で排出される二酸化炭素 を推算するこ

とを前項に述べ た。

採用する産地 としては,す べての油田,ガ ス

井,炭 田の積み上げが理想であるが,本 報告

のべ一スは,油 田については,地 域別,即 ち,

中東,南 方(東 南アジア),中 国,そ の他 とし,

ガス井,炭 田については,国 単位 とした。

表1～3に 採用 した石油,LNG,石 炭の

産地別構成比を示す。

表1原 油の産地別構成比

表3一 般炭の産地別構成比

用

東

方

国

他

製

中

南

中

初

精 170,813千kl

73.8%

13.6

5.7

6.9

非精製用(電 力)

南 方

中 国

その他

15,475千kl

62.7%

30.1

7.2

出典:昭 和62年 度 エネ ル ギー 生産 ・需給

統 計 年報

表2LNGの 産地別構成比

輸 入 炭29,985千 トン

オ ー ス トラ リア50.8%

中 国6.0

ソ 連5.2

南 ア フ リカ4.7

カナ ダ3.3

ア メ リカ1.8

イ ン ドネ シア0.6

コ ロ ン ビ ア0.2

国 内 炭11,290千 トン

27.4%

出典:昭 和63年 度エ ネル ギー生 産 ・需給

統 計年 報

イン ドネ シア

マ レー シア

ブ ルネ イ

ア ブ ダ ビ

ア ラ スカ

51.9%

19.7

17.6

7.6

3.2

1987年 度 輸 入量 29.67百 万 トン

出典:昭 和62年 度 エ ネル ギー生 産 ・需 給

統 計年 報

表1の 原油では輸入原油を国内の製油所で

精製する精製用 と輸入原油を直接消費す る電

力用に分けた。石油製品輸入は国内で生産 さ

れたもの と同一の二酸化炭素排出 と見 なし

た。また,輸 入LPGは 国内生産のほぼ3倍

の供給量 と見なす こととする。

表2のLNGで は電力,都 市ガス用 として

の全輸入量を対象 とした。

表3で は石炭 を一般炭で代表させている。

本報告は以上の化石燃料の産地別構成比に

依 っているので,産 地別構成比が変われば再

度の統計調査が必要 となる。

3.石 油の産地別二酸化炭素排 出量

3.1油 田

油田からの二酸化炭素排出は原油生産に伴

うユーティリティー(付 帯設備)に よるもの,

随伴ガスの一部が有効利用 されずフレアー焼

却されて発生す るもの,お よび随伴ガス中の
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二酸化炭素が吸収除去 され大気放出され るも

のと考 えられ る。

油田に於ける原油生産に係わる消費エネル

ギーの正確なデータは無いが,中 東油田の一

例 としてその規模30万B/Dの エネルギー消

費は天然ガス5MSCF/D,脱 塩装置2MS

CF/Dを 加算す ると,油 田のエネルギー消費

は天然ガス23SCF/Bと なる。(本 報告では

この値 を採用 した。)

原油生産では天然ガスが随伴 されることか

ら,ガ ス/油 比をどの様に考慮すべ きかが問

題 となる。OPEC年 報によるガス/油 比は

1987年 では総計で約2000SCF/Bで あるが,

これは油田,ガ ス井の合計であ り,原 油の責

任分 とはし難い。

油田のガス/油 比は産地により異なるが,中

東油 田では軽質原油 系油 田で550SCF/B,重

質原油系で250SCF/B程 度 を採用 し,我 が国

へ の輸入分 として軽質 原油60%,重 質原油

40%と 仮定 し中東,そ の他のガス/油 比とし

て430SCF/Bを 採用 した。 また,南 方及 び中

国はイン ドネシアの170SCF/Bを 採用 した。

原油1バ レル当た りの随伴ガス量が設定さ

れれば,フ レアー焼却 による二酸化炭素排出

量を推算できる訳である。

そのフレアー率はOPEC年 報(1987年)に

よれば,中東で11.6%,イ ン ドネシアで7.5%

であることか ら,中 東,そ の他に11.6%,南

方,中 国に7.5%の 値 を採用 した。

次に油 田随伴天然ガスの組成であるが,中

東油田随伴天然ガス組成 を加重平均 し表4を

得,こ の値 をすべてに採用 した。

以上の前提か ら油田に於ける二酸化炭素排

出量を推算す ると表5と なる。

表4油 田随伴天然ガス組成

メタ ン

エ タン

フ ロパ ン

ブ タ ン

ペ ンタ ン

ヘ キサ ン十

窒 素

硫化 水 素

二 酸化 炭素

69.3%

13.2

6.2

2.4

0.85

0.37

0.56

1.32

5.8

表5油 田に於ける二酸化炭素排出量

!

生産 エ ネ ル ギー フ レ ア ー 油 田 計

精製用

中 東73.8% 2.75C-kg/kl 6.OC-kg/kl 8.75C-kg/kl

南 方13.6 2.75 1.6 4.35

中 国5.7 2.75 1.6 4.35

その他6.9 2.75 6.0 8.75

全平均100 2.75 5.18 7.93

非精製用(電 力)

南 方62.7% 2.75C-kg/kl 1.6C-kg/kl 4.35C-kg/kl

中 国30.1 2.75 1.6 4.35

その他7.2 2.75 6.0 8.75

全平均100 2.75 1.92 4.66
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表5か ら精 製 用 原 油 は7.93C-kg/kl,非

精 製 用 原 油(電 力)は4.66C-kg/k1と な りそ

の 差 は採 用 した フ レア ー 率 に よ っ て い る。

随 伴 天 然 ガ ス 中 の 二 酸 化 炭 素o寄 与 は 各 々

0.33C-kg/kl,0.20C-kg/k1で 排 出 量 の4.2%

を 占め て い る。

3.2海 上輸送による二酸化炭素排出量

海外か ら我が国への原油の輸送に伴 う二酸

化炭素排出量推算の前提 として中東,そ の他

からは25万 ㌧型,南 方,中 国からは10万 ㌧型

タンカーによるもの とし,航 海 日数,燃 料使

用量か ら表6の 輸送原単位 を採用 した。

タンカーが使用する燃料重油の密度を0.96,

炭素分 を87.5%と すると海外輸送からの二酸

表6原 油の海上輸送原単位

産 地 燃料重油消費量

中 東,他

南 方

中 国

8.31/kl

9.0

4.0

表7原 油の海上輸送による二酸化炭素排出量

二 酸 化 炭 素 排 出 量

6.97C-kg/kl

7.56

3.36

6。97

6.84

化炭素排出量(表7)を 得る。

4.石 油精製に伴 う二酸化炭素排出量

昭和62年 度の我が国の原油処理に消費 した

燃料量をエネルギー生産 ・需給統計年報か ら

試算すると表8の 結果が得 られる。

全投入量は約2億kl,購 入電力は107C-9/

kWhと 仮定す ると電力込みで25.8C-kg/kl

となる。

石油製品は製油所での処理過程の相異から

厳密には異なる二酸化炭素排出量であるが,

連産品であることから一律 として良いと考 え

られる。 また,石 油製品の国内に於け る輸送

は多岐にわたるが,目 安 として内航海運の原

単位,輸 送距離100kmを 仮定 し,2億klを 輸送

した場合の二酸化炭素排出量を算出す ると海

外輸送によるものの一割程度である。

精製用原油

中東

南方

中国

その他

全平均

73.8%

13.6

5.7

6.9

100

非精 製用(電 力)

南 方62.7%

中国30.1

その他7.2

全 平均100

二 酸 化 炭 素 排 出 量

7.56C-kg/kl

3.56

6.97

6.31

表8製 油所に於ける二酸化炭素排出量

燃料消費

揮発油 ・ナフサ

灯油 ・軽油

重油

炭化水素油

LPG

石油ガス

LNG

都市ガス

購入電力

二 酸 化 炭 素 排 出 量

1.08C-kg/kl

O.02

9.36

0.23

0.57

11.18

0.02

0.00

3.33

計 25.79C-kg/kl

5.LNGの 産地別二酸化炭素排出量

5.1ガ ス井

OPEC年 報 に よ れ ば イ ン ドネ シ ア の場 合
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天然ガスのグロスプロダクションに対す るフ

レアー率は油田,ガ ス井併せて7.5%で あり,

液化設備全体の燃料ガス消費10～15%と 比較

すると無視出来ない量となるが,LNGプ ロ

ジェク トの場合,ガ ス井 と液化設備 は一体 と

成っているためフレアーされる量は液化に消

費されるガス量 との比較 で殆 ど無視できると

の前提 とす る。

これは天然ガスのLNG利 用により,フ レ

アーを低減 し,有 効に利用 しているとの考 え

方であるが,現 状 としては,液 化設備で消費

する量が若干フレアー量を上回っていると考

えられる。

ガス井か らの粗天然ガスは液化 される前に

酸i生ガス,水 分,重 質炭化水素が除去される

が,粗 天然ガス中の二酸化炭素は吸収除去後

大気放出される。

従 って,原 料粗天然ガス中の二酸化炭素は

その含有量に応 じてすべて放出される。

二酸化炭素排出量の推算手順 として,1987

年に輸入されたLNG量 を各産地毎の標準組

成からガスに換算 し,更 に,各 産地毎の粗天

然ガス組成 を考慮 して原料粗天然ガス量 を求

めた。この原料粗天然ガス量をべ一スに各産

地毎のエネルギー消費率および二酸化炭素含

有量から二酸化炭素排出量を求めた。

その結果を表9に 示す。LNG産 地による

差は二酸化炭素大気放出量および液化の設備

効率の差に起因し,我 が国へ輸入されている

LNG平 均では147.4C-kg/tonと 推算 され

た。尚,本 報告では,豪 州プロジェク トをい

れていないが,粗 天然ガス中の二酸化炭素の

含有量及び液化設備効率向上を考慮すれば二

酸化炭素の排出量は減少の方向にある。

表9液 化設備に於ける二酸化炭素排出量

産ガス国 二酸化炭素排出量

イ ン ドネ シ ア51.9% 197.8C-kg/ton

マ レー シ ア19.7 91.5

ブル ネ イ17.6 66.4

アブ ダ ビ7.6 !73.8

ア ラ ス カ3.2 56.0

平均100% 147.4

5.2海 上輸送か らの二酸化炭素排出量

海外か ら我が国へのLNGの 輸送に伴 う二

酸化炭素排出量推算の前提 として,125,000m3

のLNG専 用船の燃料消費量(1往 復分)を

数プ ロジェク トの理論値の単純平均 か ら求

め,輸 送距離を考慮 して各産地毎に推算した

燃料重油,ボ イルオフガス消費量か ら二酸化

炭素排出量を算出した。燃料重油の炭素分は

87。5%と しボイルオフガスの組成は産地毎の

LNG標 準品位によった。

算出結果 を表10に 示す。LNG輸 送に伴 う

二酸化炭素排 出量は,平 均18.4C-kg/tonで

ある。

表10海 外輸送からの二酸化炭素排出量

産ガス国 二酸化炭素排出量

イ ン ドネ シ ア51.9% 17.5C-kg/ton

マ レー シ ア19.7 15.2

ブ ルネ イ17.6 14.7

ア ブ ダ ビ7.6 41.3

ア ラスカ3.2 19.3

全平均100% 18.4
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6.石 炭の産地別二酸化炭素排 出量

6.1国 内炭田

昭和63年 度エネルギー生産 ・需給統計年報

により国内全炭鉱 で消費した燃料および電力

量をもとに石炭1ト ン当た りのエネルギー消

費量を求め,こ れに伴 う二酸化炭素排 出量 を

推算 し,表11に 示 した。

購入電力か らの二酸化炭素排出量は,石 油

186C-g/kWh(24%),天 然 ガ ス131C-g/

kWh(22%),石 炭236C-g/kWh(14%)か ら

kWh当 た り1079を 仮定した。後述す る海外

炭鉱の電力はこれらの値 をべ一スに各国の電

力構成比率に応 じて電力か らの二酸化炭素排

出量を算出し採用 している。

表11よ り国内炭1ト ン当た り31.9kgの 二酸

化炭素が排出され る。尚,国 内炭の炭素含有

量は60%,炭 層ガスはメタンとしている。

二酸化炭素排出量を表12に 示 した。

炭鉱 に於け る電力消費は表12を べ一ス と

し,石炭の炭素分は各国の平均値60Wt%を 採

用し,海 外炭鉱に於ける二酸化炭素排出量を

推定 した(表13)。

一般炭の炭鉱に於ける二酸化炭素排出量は

国内炭 も含めて16.5C-kg/tonと なる。

表11国 内炭鉱に於ける二酸化炭素排出量

燃料消費

灯油 ・軽油

重 油

石 炭

炭層ガス

購入電力

二 酸 化 炭 素 排 出 量

!.94C-kg/ton

O.25

23.05

5.02

1.67

計 31.93C-kg/ton

6.2海 外炭田

海外炭鉱のエネルギー消費からの二酸化炭

素排出量推算の前提 として,電 力使用に伴 う

表12各 国の電力使用に伴う二酸化炭素排出量

オー ス トラ リア

中 国

南 ア フ リカ

カナ ダ

日 本

199C-g/kWh

183

218

43

107

表13海 外炭鉱に於ける二酸化炭素排出量

1産 炭 国 燃 料 電 力 炭 鉱 計

オ ー ス トラ リア50.8% 2.3C-kg/ton 4.7C-kg/ton 7.OC-kg/ton

中 国6.0 41.5 5.0 46.5

ソ 連5.2 一 一
9.2*

南 アフ リカ4.7 2.2 6.4 8.6

カナ ダ3.3 6.6 2.6 9.2

ア メ リカ1.8 一 一 9.2*

イン ドネ シア0.6 一 一 8.6*

コ ロ ン ビア0.2 一 一 8.6*

日 本27.4 30.3 1.7 32.0

全平均100 7.3 12.4 16.5C-kg/ton

*仮 定値
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表14輸 送に於ける二酸化炭素排出量

産 炭 国 陸 上 輸 送 海 上 輸 送 輸 送 計

オ ー ス トラ リア50.8% 5.2C-kg/ton 16.4C-kg/ton 21。6C-kg/ton

中 国6.0 17.0 5.3 22.3

ソ 連5.2 43.4 3.7 47.1

南 ア フ リカ4.7 8.9 32.7 41.6

カナ ダ3.3 7.0 18.1 25.1

ア メ リカ1.8 30.6 20.4 51.0

イ ン ドネ シ ア0.6 0.4 11.4 11.8

コ ロ ン ビア0 .2 0.7 29.1 29.8

日 本27.4 0.6 3.4 4.0

全平均100 7.3 12.4 19.7C-kg/ton

6.3輸 送に於ける二酸化炭素排出量

国内炭の陸上,海 上輸送及び海外炭の陸上,

海上輸送に伴 うエネルギー消費 とそれに起因

する二酸化炭素排出量の前提 として,陸 上輸

送は全て電化された鉄道 と仮定 し,貨 物輸送

の原単位 は我 が国の118.8kcal/ton*km(=

0.138kWh/ton*km)を 各国にも適用 した。

また,海 外炭の海上輸送では5万 ト.級の専

用船 を往復使用することとし,国 内炭の海上

輸送では6千 卜.級を前提 とした。

輸送に於け る二酸化炭素排出量を表14に 示

した。我が国で使用される一般炭の輸送に於

ける二酸化炭素排 出量は19.7C-kg/tonと な

る。輸送距離が遠方である程排出量は大 きい。

6.4ハ ン ドリングに於ける二酸化炭素

排出量

積地港お よび揚地港での2回 のハン ドリン

グについて算出する。ハ ン ドリングの消費電

力は,一 般的に積地 ・揚地 とも大差がないの

で,苫 小牧港での平均値(0.95kWh/ton)を

用いて,各 国に も適用した。結果を表15に 示

す。二酸化炭素排出量の違いは各国の化石燃

料依存度による。

表15ハ ン ドリン グに於 け る二酸 化炭 素排 出 量

産 炭 国 二酸化炭素排出量

オー ス トラ リア 0.38C-kg/ton

中 国 0.35

ソ 連 0.25

南 ア フ リカ 0.41

カナダ 0.09

ア メ リカ 0.30

イ ン ドネ シア 0.32

コ ロ ン ビ ア 0.07

日 本 0.20

全平均 0.31C-kg/ton

7.メ タノールの二酸化炭素排出量

燃料 メタノールの利用が将来期待 されてい

るが,本 報告では海外の産ガス国で製造 し,

我が国へ輸入す る場合の二酸化炭素排出量を

以下の前提条件で推定 した。
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7.1生 産 に 於 け る二 酸 化 炭 素 排 出 量

メ タ ノー ル 製 造 原 単 位 と して,製 品1ト ン

当 た りの 原 料 及 び 燃 料 に消 費 され る 天 然 ガ ス

は,7.1×106kcal(最 新 の 原 単 位)を 採 用 し,

原 料 天 然 ガ ス組 成 を表16の よ うに仮 定 した。

こ の 原 料 天 然 ガ ス は 製 品1ト ン に 対 し830

m・消 費 され る。

(7.1×106kcal/ton÷8,550kcal/m3)

炭 素 に 着 目す る と 原 料 天 然 ガ ス 組 成 よ り

481.5kgの 炭 素 が 消 費 され た事 に な る 。

一 方
,メ タ ノー ル1ト ン 当 た りの炭 素 は375

kgで あ る こ とか ら,差 引 き106.5kgの 炭 素 が 消

費 され た事 に な る。

この 炭 素 が 全 て 二 酸 化 炭 素 と して 排 出 され

る とす れ ば,メ タ ノー ル 生 産 に お け る 二 酸 化

炭 素 排 出量 は106.5C-kg/tonと な る。

この 内,原 料 天 然 ガ ス に含 まれ て い た 二 酸

化 炭 素 に 起 因 す る も の は20.4C-kg/tonで あ

る。 将 来,二 酸 化 炭 素 の 利 用 が 生 産 に 寄 与 で

きれ ば,排 出 量 は低 減 す る と考 え られ る。

表16原 料天然ガス組成

化 炭 素 排 出 量 は8.9C-kg/tonと 推 算 さ れ る。

8.化 石燃料からの二酸化炭素排出量の定量

的評価

組 成:メ タ ン

エ タン

フ ロパ ン

ブ タン

ニ 酸化 炭素

83.1%

7.3

2.9

1.7

5.0

真 発 熱量(25℃) 8,550kcal/m3

7.2輸 送 に 於 け る 二 酸 化 炭 素 排 出量

メ タ ノー ル の 産 地 お よ び輸 送 形 態 を現 状 と

仮 定 す れ ば,即 ち,タ ン カ ー 規 模 は4万 ㌧級,

2万 ㌧級,産 地 は カ ナ ダ,サ ウ ジ,ニ ュ ー ジ

ー ラ ン ド
,マ レー シア,チ リと し,且 つ,現

状 の 輸 入 割 合 を仮 定 す れ ば,輸 送 に伴 う二 酸

第3章 か ら7章 まで で 詳 述 した 推 算 値 を も

と に以 下,化 石 燃 料 か ら の二 酸 化 炭 素 排 出 量

を 比 較 す る 為 に,単 位 発 熱 量 当 た り で 表

17～18に 取 り纏 め た 。

表17は 非 精 製 用 原 油,LNG,一 般 炭,メ

タ ノー ル の 直 接 利 用 を比 較 し た もの で あ る。

非 精 製 用 原 油 で は 採 掘 ・生 産 か ら輸 送 まで の

二 酸 化 炭 素 排 出 量 は,燃 焼 で 排 出 さ れ る量 の

1.5%で あ るが,LNGで は21.7%,一 般 炭 で

は6.0%,メ タ ノー ル で は30.8%と 成 っ て い

る。 そ の 結 果,採 掘 か ら燃 焼 ま で の 二 酸 化 炭

素 排 出 量 の 比 率 はLNG=1と す れ ば,原 油

1.10,一 般 炭1.44,メ タ ノー ル1.27で,燃 焼 か

らの 二 酸 化 炭 素 排 出量 比率 と比 べ て 原 油,一

般 炭 は そ の差 が 縮 ま り メ タ ノー ル は 拡 が る。

次 に,表18は 石 油 製 品 につ い て 取 り纏 め た

もの で,製 油 所 で の処 理 過 程 を経 る もの で あ

る。 石 油 製 品 の 採 掘 ・生 産,輸 送,製 油 所 ま

で の 二 酸 化 炭 素 排 出 量 は,燃 焼 で 排 出 さ れ る

量 の5～6.5%で あ る。

採 掘 か ら燃 焼 まで の 二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 比

率 はLNG=1と す れ ば,LPGO.99,ガ ソ

リン1.12,灯 油1.13,軽 油1.14,重 油1.22と

な る。

尚,LPGは 国 内 生 産 の約3倍 程 製 品 輸 入

して お り,天 然 ガ スか らの ガ ス 回収 装 置 等 の

み の処 理 と仮 定 し輸 入 分 は 製 油 所 を経 な い と

した 。

ま た,石 油 製 品輸 入 の 海 上 輸 送 は 原 油 と比
覧

較 して タ ン カ ー 規 模 が 小 さい し,LPGは 専

用 船 で あ るが,表18で は考 慮 して い な い。
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さらに,国 内輸送では一律に海外輸送の一

割 としている。

以上の比較評価は単位発熱量当たりであ り,

各々の化石燃料利用効率 を考慮 していないが,

表17単 位 発 熱量 当 た りの二酸 化炭 素排 出量

(直接利 用 の場合)(C-kg/106kcal)

原 油 LNG 一般炭 メ タ ノ
ー ル

採

掘
・

生

産

フ レア
ー 燃焼 0.20 一 一 一

随 伴
CO2

0.02 3.68 　 3.78

生 産 0.28 7.66 2.66 15.94

輸

送

陸 上 一 『 1.23* 一

海 上 0.68 1.42 2.00 1.65

燃 焼 77.65 58.69 96.77 69.55

合 計 78.83 7!.45 102.66 90.92

注:発 熱 量 は 原 油9,250kca1/1,LNG13,000

kca1/kg,一 般 炭6,200kcal/kg,メ タ ノー ル5,400

kcal/kg

燃 料 性 状 は,原 油 は密 度0.85,炭 素 分84.5Wt%,

LNGは 炭 素 分76.3Wt%,一 般 炭 は炭 素 分60.O

Wt%

*ハ ン ド リン グ を含 む 。

むすび

本報告は我が国の火力発電所 を対象に化石

燃料からの二酸化炭素排出量を現状把握 した

ものを他の産業に も適用できる様に修正 した

ものであ り,化 石燃料供給国及び供給割合等

で若干の差異があるが一般的なデータベー ス

として利用可能 と考えられる。

この種の試算は調査不足などから思わぬ誤

りが生 じやすい。本報告に於いて も御指摘が

あれば幸いである。

地球温暖化問題が投げかけた二酸化炭素排

本報告 を化石燃料利用の為のデー タベースと

して御活用頂ければ幸いである。

表18単 位 発熱 量 当 た りの 二酸化 炭 素排 出量

(石油 製 品)(C-kg/106kca1)

LPG
ガ ソ

リン
灯油 軽油 重油

採

掘
・

生

産

フ レ ア
ー 燃焼 0.75 0.59 0.56 0.54 0.51

随 伴
CO2

0.05 0.04 0.04 0.04 0.03

生 産 0.40 0.31 0.29 0.28 0.27

輸

送

海 外 1.04 0.81 0.77 0.74 0.70

国 内 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07

製 油 所 0.10* 3.07 2.90 2.80 2.63

燃 焼 68.58 75.39 75.89 76.65 82.97

合 計 71.02 80.29 80.52 81.12 87.18

注:発 熱 量 は ガ ソ リン8,400kcal/1,灯 油8,900kcal/1,

軽 油9,200kcal/1,重 油9,800kcal/1,LPG

12,000kcal/kg

燃 料 性状 は,ガ ソ リンは 密 度0.745,炭 素 分85.O

Wt%,灯 油 は密 度0.79,炭 素 分85.5Wt%,軽 油

は密 度0.82,炭 素 分86.OWt%,重 油 は密 度0.94,

炭 素 分86.5Wt%,LPGは 密 度0.55,炭 素 分82.

3Wt%

*LPGは 国 内製 油 所 分25%と し,そ の他 輸 入分 は

随 伴 天 然 ガ スか らの 副産 品 と仮 定 した。

出制約は省エネルギー,利 用効率の向上に加

え化石燃料の選択に もおよび,充 分 な検討な

くして安易に対応すれば将来に禍根 を残す恐

れ もある。

技術先進国,日 本 としては二酸化炭素抑制

と併せて化石燃料資源を将来 とも効率良 く利

用することが今後の課題 と考 えられる。

最後に上述の調査 にあた り,多 数の関係機

関の御支援をいただいたことに,深 く感謝の

意を表する次第である。(しげた じゅん 主

管研究員)

一11一



地球環境時代 の石炭利用

片 山 優久雄

1.は じ め に

化石燃料の燃焼に伴って排 出される炭酸ガ

スによる地球の温暖化問題が,1988年6月 の

トロン ト・サ ミッ トで国際政治の場に登場 し

て以来,気 候変動に関す る政府間パネル(I

PCC)が 設置され,3つ のワーキンググル

ープによる活動が開始 し,炭 酸ガス排出量の

削減についての検討が行われている。

エネルギー消費に伴って排出される炭酸ガ

ス削減の方策 と言えば,炭 酸ガス排出量の少

ない燃料 もしくは原子力へ の切替えや 自然再

生エネルギーの導入等が考 えられるが,高 い

技術 レベルを要求され る原子力や,エ ネルギ

ー集積密度の低い自然再生エネルギーの積極

利用で化石エネルギー を代替す ることは不可

能 と考 えられる。また現在,世 界の人口は年

約2%近 い増加率で増 え続けてお り,2040年

代には100億 人を突破する勢 いで,人 口増加に

伴ってエネルギー消費量も急増することは容

易に推測できる。人 口増加 に伴 って必然的に

生ずるエネルギー消費量の急増 を無視 した炭

酸ガス排出量削減策は,開 発途上国による薪

採取のための森林破壊 を助長 させ,緑 地の砂

漠化 を進行 させる結果 を招 く恐れを持 ってい

ると思われる。さらに,炭 酸ガス排出量削減

策によってもた らされるエネルギー価格の高

騰 は,開 発途上国の経済成長 を鈍化させ,貧

困 ・入口爆発等のマイナス要因がさらに助長

されることとなろう。

そこで,現 在の確認推定埋蔵量で全一次エ

ネルギーの60%を 占める石炭の効率的利用 と

開発途上国の産業発展の過程 を考慮 し,地 球

環境時代における石炭の利用可能性について

探ってみた。

2.一 次エネルギー消費 と資源量の現状

我が国を含む先進国は,こ こ数年の石油安

によって,過 去の石油危機 を忘れたかのよう

にエネルギー資源の浪費 を始めている。図1

に示す ように1985年 より石油の需要増に支え

られて石油生産量は増加の一途を辿 ってお

り,価 格も需要増に伴って徐々に上昇する傾

向にある。専門家の予測によれば,石 油価格

は5年 後 の1995年 には26～34$/バ ー レルに

なるとされている(図2参 照)。 現に,イ ラク

のクウェー ト侵攻によって始まったイラクシ

ョックによって現在(1990年8月 下旬)石 油

のスポッ ト価格 は30$/バ ー レルを上 回って

いる。

石油を含む一次エネルギーの消費量 も,図

3に 示すように1983年 の逆オイルショックを

境に増加 してお り,今 後 もこの傾向が続 くと

されている。 このエネルギー消費の増大を省
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図3世 界 の 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 推 移

エネルギー技術や クリーンな自然再生エネル

ギーの積極導入によって食い止められるとし

ているのがIPCCの 最近の動 きであるが,

エネルギー集積密度の低い自然再生エネルギ

ーの利用のためには莫大な装置投資が必要で

あり,装 置の制作等に消費されるエネルギー

量は,装 置の耐用期間内で捕集されるエネル

ギー量 を越えるもの もあ り,画 期的な技術変

革がなされない限 り抜本的な炭酸ガス対策 と

なり得ないのが現状である。

そこで,一 番有効的 と考 えられているのは

省エネルギー技術であるが,こ の技術の導入

が可能なのは,経 済的に余裕のある先進国の

みで,開 発途上国の導入は先進国の経済援助

無しには行 い難いものである。

更に,現 在開発途上国は人口が急増 してお

り,人 口増に伴 うエネルギー消費量の増大が

国の経済を圧迫 し開発の足枷 となっている。

国連の人口推計によると,世界人口が100億

を越える時期が前回の推計時期 より早 まって

西暦2040年 代になるとの見通 しが出されてい

る。その後 も同じ増加率で増えるとすれば,

2100年 までに世界人口は150億 人を突破する

こととなろう。このような度を超 した人口急

増は,食 料のみならずエネルギーの供給危機

を招 き,世 界全体 を巻 き込む紛争の火種 とな

る大きな危険性を孕んでいる。

1988年 に集計された世界のエネルギー可採

埋蔵量は表1に 示すように石油換算 で約1.2

兆 トン,来 世紀中に核燃料サイクルが確立さ

れると約2倍 の2.3兆 トンとなるとされては

いるが有限な資源であることには変 りなく何

れ枯渇することは免れない(図4参 照)。

表1エ ネルギー資源の確認埋蔵量(種 別構成比)

現 状 べ 一 ス 核燃料サイクル確立時

資 源 量

(石油換 算:億 ㌧)

比 率

(%)

資 源 量

(石油 換算:億 ㌧)

比 率

(%)

石 油 1,313 10.8 1,313 5.7

天 然 ガ ス 1,189 9.7 1,189 5.2

超 重 油* 1,968 16.1 1,968 8.6

石 炭 7,565 61.9 7,565 32.9

原 子 力 183 1.5 10,955 47.6

合 計 12,218 100.0 22,990 100.0

注)*:オ イ ル サ ン ド,オ イ ル シ ェ ー ル 等 の 重 質 油 。

14



[核燃料サイクルが確立 した場合]

総 エネルギ ー量 総 エネルギ ー量

1.24×iO'skcal2.34x1019kcaI

(石油換 算:1.22×10i2㌧)(石 油換 算;2.30x101～ 〉

口:石 油r':天 然 ガス 垂:オ イルサ ン ド ・オイ ルシ ェール

笏:石 炭 層:原 子 力 くウ ラン)

図4地 球上のエネルギー資源賦存量

3.人 ロ増 加 とエ ネル ギ ー 消 費

20世紀の100年 間で世界の人 口は,約10倍 に

増え,今 後 も増え続け21世 紀中には現在の人

ロの3倍 の150億 人を越える勢 いで増 え続け

ると予測 されている。 この人 口の爆発的な増

加は,ア ジア(中 国,東 南アジア,イ ン ド亜

大陸),ア フリカの開発途上国で起 きている。

一方
,先 進国においては,人 口増加にブレー

キが掛かってきてお り,一 部の国では人口減

少の兆 しが見え始めている。

エネルギーの消費量は,文 化のバロメータ

ー とも言われてお り
,先 進諸国の事例 を見れ

ば明 らかなように,生 活 レベルの向上に伴っ

て生 じる余暇は,人 々に種々な活動機会を与

え,余 暇活動の増大に伴いエネルギー消費は

さらに伸びる。このように生活レベルの向上

に伴 う余暇活動の増加に伴い,人 々は手間の

掛かる育児か らの早期解放 を願い,且 つ高等

教育の普及に伴 う出産年令の高年令化に伴っ

て,一 家族当りの子供の数は減少の一途を辿

るに到っている。

新 田1)の国別一人当 りのエネルギー消費量

と出生率の関連図(図5)は,国 民一人当 り

のエネルギー消費量(石 油換算)が,2700kg/

年 を越える頃から人口増加率が0に 近づ くこ

とを示 している。 このように個人のエネルギ

ー消費量は,生 活 レベル とリンクしてお り,

生活レベルの向上が出生率の低下につながっ

ていることは,日 本の現状を見ても明 白であ

ろう(図6参 照)。
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今 後 の,全 世 界 の エ ネ ル ギ ー 消 費 動 向 を把

握 す る た め に,3種 類 の ケー ス を想 定 し,表

3の シ ナ リオ に示 され た数 値 と,表2の 過 去

の エ ネ ル ギー 消 費 実 態 を 元 に,各 年 の 人 口 と

一 人 当 りの エ ネ ル ギー 消 費 量 の 変 化 を求 め
,

さ らに世 界 の エ ネ ル ギー 消 費 量 を計 算 に よ っ

て求 め た 。 各 年 の 数 値(人 口や 個 人 エ ネ ル ギ

ー 消 費 量)間 を結 ぶ 曲線 式 に は 下 記 の 数 式 を

当 て は め た。

Y=A十B・X十(±1)・C・DX　 1(1)

(A,B,C,D(2>D>1)は,定 数)

(Yは 人 口 も し くは個 人 エ ネ ル ギ ー 消 費 量,

Xは 年 次)

と単 純 増 加 関 数 と指 数 関 数 を組 み 合 わせ た 簡

単 な 数 式 をべ 一 ス と し た もの で あ る。

なお,A,B,C,Dの 各 定 数 は,表2の

数 値 と各 ケ ー ス の 設 定 数 値 か ら求 め た 。

こ こ で,ケ ー ス1は,先 進 国 諸 国 が 地 球 環

境 を守 る ため 開発 途 上 国 の 経 済 発 展 に 対 す る

援助 を惜 しまず,エ ネルギー及び技術供与等

を積極的に実施するとした場合で,一 人当 り

のエネルギー消費の伸びが トレンド直線 とほ

ぼ同 じと仮定 した。

ケース3は,現 状推移型で先進国の開発途

上国に対する援助は現状維持程度で,世 界人

口は21世 紀末には150億 人を突破すると仮定

し,2050年 おける一人当りのエネルギー消費

は現在の1.5倍 と仮定 した。 、

ケース2は,ケ ース1と ケース3の 中間に

位置するものとした(各 ケースのシナ リオは

表3に 示 している)。

推算結果 を図7～ 図9,表4,表5に 示 し

た。図7～9か ら一人当 りのエネルギー消費

量の増加にも係わらず人口爆発が食い止め ら

れれば,ケ ース3の 人口爆発ケースよりもト

ー タルでは少な くなっていることが判る。

また,ケ ース1の エネルギー消費量の少な

いケースにおいても2070年 迄に現在のエネル

ギー資源の確認可採埋蔵量を全て消費 してし

まう結果 となり,例 え確認可採埋蔵量が倍増

したとしても,ど のケースにおいて も21世紀

末には使い尽 くす計算 となっている。これら

の計算結果は,早 期の核燃料サイクルの確立

等追加のエネルギー源の確保 を急がねばなら

ないことを表 していると共に,も し,石 炭の

使用が禁止ないしは制限 された場合には21世

紀半ばにはエネルギー欠乏状況に陥いり,エ

ネルギー価格 の高騰 を招 くことを示 してい

る。尚,こ こで用いたエネルギー資源量は現

在の可採埋蔵量であって,エ ネルギー価格の

上昇や採掘技術の進歩によって資源量は,2

～3倍 になる可能性 を持 っており,21世 紀の

末にエネルギーが完全に枯渇することはない

と言える。
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先進国及び開発途上国の一次エネルギー消費動向表2

石油換算[総 量:×103t,個 人:kg/year]

一次エネルギー消費量 人 口 一次 エネルギー消費量 人 口
樋 鰍 (億). 縫 臥 (億)

世 界 4,433,464 1,212 36.57 世 界 5,891,470 1,339 43.99

北ア メ リカ L720,682 5,408 3.18 北 ア メ リカ 1,960,253 5,223 3.75
欧州(含 東欧) 1,182,477 2,574 459 欧州(含 東欧) 1,473,659 3,042 484

一 先 オセアニア 48,836 2,535 α19
一 先 オセアニア 71,569 3,165 α23

九
七
〇

進
国

ソ連
日本

686,871
226,213

2,829
a181 1:劃

九
八

進
国

ソ連
日本

LO13,735
294,142

3,818
2,519

266

上17

○
年 3,865,079 3,382 1工43 年 生813,358 3,805 12.65

開 アフ リカ 69,580 196 a55 開 アフ リカ 136,792 292 4.68
発 南 アメ リカ 97,721 525 上86 発 南 アメ リカ 171,253 723 2.37
途 アジア(除 日本) 401,084 203 19.73 途 アジア(除 日本) 770,067 317 24.29
上
国 568,385 226 25.14

上
国 1,078,1125 344 31.34

世 界 5,121,738 1,266 40.47 世 界 6,399,630 lL319 48.51

北 アメ リカ 1,795,656 5,703 3.45 北 アメ リカ 1,903,395 4750 401
欧州(含 東欧) 1,307,933 2,760 474 欧州(含 東欧) 1,519,748 3,090 492

一 先 オセアニア 60,807 2,859 0.23 一 先 オセアニア 8生634 3,435 0.25
九 進 ソ連 878,855 3,454 254 九 進 ソ連 1,201,253 也311 279
七 国 日本 271,599 a434 上12 八 国 日本 322,171 2,668 1.21

匿五
年 4,314,850 3,572 1208

五
年 5,031,201 3,817 1a18

開
発

アフ リカ

南 アメ リカ

93,635
13Z731

232
627 幽 開

発
アフ リカ

南 アメ リカ

161,229
181,518

291
678

554
268

途 アジア(除 日本) 580,522 261 2223 途 アジア(除 日本) 1,025,682 378 27.11
上
国 806,888 284

12&39
1
1

上
国 1,368,429 387 3533

注):石 油1t=10,180×103kca1
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表321世 紀 へ の シ ナ リ オ

エ ネ ル ギ ー 消 費 人 口

① 先進国の開発途上国に対する経済 ・技術援助がスムースに進行 ① 現在の先進国の事例から,エ ネルギー消費の伸びと出生率の関

し,途 上 国 は経 済成長 と共 に エネ ル ギー 消 費 も伸 び,2050年 で世 係 を見 た場 合,一 人 当 りの エネ ル ギー 消 費量 が,増 加 す るに伴 い

界全体 の一 人 当 りの エネ ル ギー 消 費量 が,現 在 の約2倍 の2800kg 生活 ・文化 レベ ル も上昇 し,出 生率 も徐 々 に低 下 して きてい る。

ケ ー ス1 (ト レン ド曲線か らの値 と同 じ)に まで増加 す るもの と仮 定。 発 展途 上 国 も先 進 国同様,エ ネ ル ギー 消 費の伸 び に伴 い生 活 ・文

② エ ネル ギー の転換 ・消 費 に さい しては,省 エネ ル ギー 技術 の 導入 化 レベ ル が上昇 し,人 ロ増加 が鈍 化す る と仮定 し,2050年 の世 界

が積極的に行われ,情 報化や機械化の進展にも係わらず一人当り 人 口は75億 人 と現在 の1.5倍 とな る と推定 した。

の エネ ルギー 消費 量 の伸 びは小 さい と仮 定 した。

① 先 進 国 と開 発途 上 国の関係 は,ケ ー ス1程 密接 で は な く経 済 ・ ①2050年 にお け る一 人 当 りのエ ネル ギー消 費量 が ケー ス1よ り低

技術援 助 も現状 よ り少 し良 い程度 では あ るが,NIESと 中東 中 く設定 され て い るため,生 活 や文化 レベ ルの上 昇 の遅 れが生 じ,

進 国の成 長 のため,世 界の 一 人当 りのエ ネ ル ギー 消 費量 は,現 在 出生率低 下 速度 が鈍 り人 口の伸 びは ケー ス1よ りも大 き くな る と
ケ ー ス2

の 日本 レベ ルの2300kgに 達 す る と仮 定 した。 し,2050年 で90億 人 を越 える と仮 定 した。

② 省エネルギー技術の進展導入は,先 進国と中進国のみで開発途

上 国は,経 済面 か ら積極 導 入 には至 らない と仮 定 した。

① 先進国と開発途上国の関連は,現 状推移 としエネルギー消費の ① 世 界 人 口は トレン ド曲線 と同 じ増 加傾 向 を とっ て増加 し,2050

伸 び は,環 境 問題 に よって石 炭 か らの天 然 ガスや石 油へ の 需要 の 年 で105億 人強,2100年 には現 人 口の3倍 の150億 を突破 す る勢 い

シフ トに よ るエ ネル ギー価 格 の高騰 に よっ て鈍化 し現 在 の1.5倍 で増加 す る と仮定 した。

程 度 の2100kgに 抑 え られ る と仮定 した。 ②2100年 時 点 で3倍 の人 口は,世 界の 食料生 産能 力 か らみて養 い
ケ ー ス3

② 開発途上国の人口爆発による環境破壊が進行 し,熱 帯 ・亜熱帯 難 い もの であ る と考 え られ,且 つ,種 の成長 の 限界 を越 え るため

地域の砂漠化の進行が加速されるであろう。 実 際に は到達 しな い人 口数 と考 え られ,2050年 か ら2100年 の 問 に

飢餓や大規模な紛争等による大幅な人口減少が避けられない危険

性 を孕 ん でい る。
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表4世 界 の人 口及 び エネ ル ギー 消 費の推 移 動 向予測(そ の1)

エ ネル ギー消 費量 及 び人 口推移 の 推計 結果(ケ ー ス1)
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表5世 界の 人 口及 びエ ネル ギー消 費 の推移 動 向予 測(そ の2)

エネ ル ギー 消 費量 及び 人 口推 移 の推 計結 果(ケ ー ス2)

エネルギー消費量(石 油換算)

西暦年 世界人口 1人 当り 全世界 積算値

(億) (kg) (百万 トン) (億 トン)

1960 29.1 965 2,808 28

1970 36.7 !,139 4,187 383

1980 44.2 1,307 5,774 887

1990 51.4 1,468 7,545 1,561

2000 58.4 1,623 9,475 2,420

2010 65.1 1,771 !!,540 3,480

2020 71.7 1,913 !3,716 4,753

2030 78.0 2,049 15,982 6,249

2040 84.1 2,178 18,317 7,975

2050 90.0 2,300 20,700 9,937

2060 95.7 2,416 23,111 12,140

2070 101.1 2,525 25,533 14,584

2080 106.3 2,628 27,946 17,270

2090 111.3 2,725 30,335 20,196

2100 116.1 2,815 32,682 23,359

エネ ル ギー 消 費量 及 び人 口推移 の推 計結 果(ケ ー ス3)

エネルギー消費量(石 油換算)

西暦年 世界人口 !人 当り 全世界 積算値

(億) (kg) (百万 トン) (億 トン)

1960 29.1 965 2,808 28

1970 36.9 !,137 4,199 383

1980 44.9 1,297 5,827 891

1990 53.! 1,446 7,672 1,573

2000 61.3 !,584 9,714 2,451

2010 69.8 1,710 11,929 3,543

2020 78.4 1,824 !4,295 4,865

2030 87.1 1,928 16,788 6,431

2040 96.0 2,020 !9,381 8,251

2050 105.0 2,100 22,050 !0,336
2060 114.2 2,169 24,766 12,690

2070 123.5 2,227 27,501 15,317

2080 133.0 2,273 30,226 18,217

2090 142.6 2,308 32,911 21,388

2100 152.4 2,331 35,523 24,823
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4地 球環境時代の石炭利用

現在世界の一次エネルキーにおける石炭の

占める比率は,図10に 示されているように約

3割 を占めている。 この石炭の使用を制限 も

しくは禁止 し,原 子力や自然 ・再生エネルキ
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一等の新エネルキーて代替 させ ることは事実

上不可能て,且 つ図8に 示されたように,今

後開発途上国の工業化の進展に伴いエネルキ

ー消費量は増大することは明 らかてあり
,石

炭の使用を制限したり禁止することはてきな

い状況にある。
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図10世 界の一 次 エネ ル キー消 費量 の推移

41開 発途上国のエネルキー事情

温暖化阻止の立場か らは,炭 酸カス発生量

の多い石炭の大量消費を避け,炭 酸ガス発生

量の比較的す くない良質(含 有炭酸カス量の

少ない)な 天然ガス利用を進めたいところで

はあるか,現 時点での確認埋蔵量は石油 とほ

ぼ同 して有限てあり,且 つ利用に際 してパイ

プライン網の整備等社会資本の整備 を伴 うた

め,開 発途上国における大量利用は望めない。

エネルキー消費か爆発的に増大 している開

発途上国の農漁村部は,昭 和初期の我か国の

状況 と似てお り,貧 困のため自家消費するエ

ネルキーは薪等の採集によって賄われており

エネルキー確保のため貴重な労働力か割かれ

ているのか現状である。

現金収入の少ない彼 らか高価なガス棍炉や

石油規炉を購入することは不可能な事てあり

薪採取や食料増産のための焼畑農業に伴 う森

林の荒廃を阻止するためには,彼 らに現金収

入の道 を開拓させ定地農業 を定着させ ること

なとて,先 進国の援助か必要 とされる。

42開 発途上国における石炭利用

開発途上国の人々か定住 し,大 きな集落 を

作 り生盾 レベルの向上か計れ るためには,炊

事 ・暖房用燃料 と移動用燃料の確保か急務 と
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なる。この人口爆発地域のアジア,イ ン ド亜

大陸,ア フ リカは,石 油資源には乏 しいが質

的に劣 るが大量の石炭資源 を有している。

この石炭資源 を活用できれば地域内のエネ

ルギー需給が可能 となり,先 進諸国の経済援

助負担も軽減されることとなろう。そこで石

炭 を用 いた輸送用燃料及び土で捏ねて作った

表6

竃 もしくは石や煉瓦で作 った粗末 な竃での使

用が可能な低公害の固形燃料供給が行えるプ

ロセスについて検討 を行 ったところ,石 炭の

低温乾留(450～600℃)と 日本の豆炭製造技

術 との組み合 わせが,最 もエネルギー効率か

らも良いことが判 った。表6に 各石炭転換プ

ロセスの熱効率 を示 してある。

各種石炭転換プロセスの熱効率比較
(重量比)

乾留液化 NEDOR法 液 化 石炭ガス化 石炭ガス化
フ。ロ セ ス フ。ロ セ ス メタノール 合 成 F-T合 成

(低温乾留) (溶剤処理) (テキサコ炉) (テキサコ炉)

原 料 石 炭 100 100 100 100

生 成 物:半 生 コークス* 60

重油 一 23

ディー齢 油 8** 21 9

ガソリン 6** 一 !3

LPG 1** 『 5

メタン 他 (水素発生用) 一

(メタノール) (65)

熱 効 率 ～85% ～58% ～54% ～44%

注)*:固 形燃料として使用,**:水 素化精製済燃料油。

検討の結果対象プロセスとして選ばれたプ

ロセスを,こ こでは低温乾留液化プロセスと

呼ぶこととする。プロセスの概略フロー を図

11に示 した。このプロセスから得 られる低温

コー クスは着火性 がよ く火持 ちの良い もの

で,こ れに脱硫材 を加え豆炭に して炊事用燃

料 として供給 しようと言 うものである。また,

乾留 タール留分 もパラフィンに富んでお り,

簡単な水素化処理によってガソリンや軽油が

得 られる。

この低温乾留液化プロセスの導入効果を評

価す るために,以 下の条件設定 を行 った。

開発途上国の農漁村における竃の熱効率は

低 く20%弱 と考 えられるところか ら,一 人当

りのエネルギー消費量 を2000kca1/日 と設定

した。 この種類の竃は,石 炭系の固形燃料 を

燃焼効率良 く且つ安全に使用す るための土製

の燃料皿 ・空気採入 口 ・煙突 を有する竃に改

造す ることによって,容 易に5割 程度の燃焼

効率の向上が計れることか ら,竃 の改良を含

めた石炭系固体燃料の利用 と,従 来の薪使用

と炭酸ガス排出量についての比較 を試みた。

試算結果は,表7に 示す ように,石 炭系固

形燃料の利用の方が,薪 利用 よりも炭酸ガス

排出量において若干有利であ り,且 つ経済成

長に不可欠な大量の輸送用エネルギーが確保

出来ると言う利点 を有 していることが判る。
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■

自家燃料用9wt.%

スチ ーム 炭酸 ガス7wt .%

(炭 素重量べ一ス)

水 素製造装置(
8wt.%)

LPGlwt.%

乾留温度450～600℃ 蒸

ガス液留分

石炭 縦型移動床式 コークス炉 留 脱硫脱 酸 ガソ リン6wt.%

100wt.%塔

護
コ 重 脱硫脱酸 軽油8wt .%

}警
ス1

券

脱硫材 ブリケット成形 固形燃料60wt.%+脱 硫材重量

水

図11石 炭 の乾 留液化 プ ロセ スの概要

表7薪 か ら石 炭系 固形 燃料 へ の転換 に よる炭酸 ガ ス排 出量 の削減効 果

木材(非 乾燥) 石炭系固形燃料

① 一 人 当 りの エネルギー消 費 量 2,000kcal/日(熱 効 率;～20%)=730,000kcal/年

② 世界の薪消費人口(推 定) 約20億 人

③ 燃料の発熱量 1,000kcal/kg 6,800kcal/kg

④ 燃料中の炭素含有率 ～10%

一 冒　 一一

～73%

⑤ 燃料消費量(① ×②/③) 14.6億 ㌧/年 2.15億 トン/年

⑥ 年間炭酸ガス排出量
(④×⑤) 5.4億 ㌧/年 5.75億 ㌧/年

⑦ 薪採取に伴う森林の
消失面積(=砂 漠化)

約25,000km2/年

(四国 と ほ ぼ 同 じ面 積)

⑧ 消失森林が炭酸ガスを

固定する量 △0.4億 ㌧/年

⑨ 竈の改良による効率向上

(熱効率:～30%) △1.9億 ㌧/年

⑩ 燃料製造における炭
酸ガス排出量 一 0.9億 ㌧/年

⑪ 輸送工程の炭酸ガス排出量

(平均輸送距離400kmと 仮定) 0,45億 ㌧/年

実質炭酸ガス増加量 5.4億 ㌧/年 4.8億 ㌧/年
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さらに,薪 採取に伴 う森林の破壊 を食い止

め,薪 収集に係わって きた労働力を余剰労働

力にできるなど二重のメリットを有 している。

なお,表7中 の森林 による炭酸ガス固定量

については新 田の報告(表8)を べ一ス とし

て求めた。

表8森 林 に よ るCO2の 吸収 ・固定 に関 す る試算1)

一緑化の効果 の椎定 一

生態系
面 積

(1975年)

(万k㎡)

緑 化 した場 合の
炭素固定 量原単位

(tlk㎡ ・年)

緑化率
(%)

期待 され る
炭素固定 量
(億t1年)

サ バ ン ナ

温 帯 草 原

砂 漠 ・半 砂 漠

真 の 砂 漠

(岩石,砂,氷)

1500

900

1800

2400

400(亜 寒 帯 と温 帯 の 間)

500(温 帯 林 の90%)

400(亜 寒 帯 と温 帯 の 間)

300(疎 林 の 程 度)

10

20

10

10

6

9

7

7

合計 6600 (平 均390tlk㎡ ・年) 750万k㎡

(H.4%)

29

(≒30)

また前述のプラント規模についは,開 発途

上国の薪消費人口を仮に20億 人 とした場合,

固形燃料製造に要す る石炭量は3.5億 トン/

年,得 られる石油留分は0.53億 トン/年 と我

が 国 の 昭 和57年 度 の ガ ソ リン ・灯 油 量 に 匹 敵

す る量 とな る。 ま た,こ の 量 は,1988年 度 の

世 界石 油 生 産 量 の2%に 相 当 す る もの で あ る

(表9参 照)。

表9民 生用石炭系固形燃料及び輸送用燃料の製造

項

石

製品内訳:

目

炭 量

固形燃料

デ ィーゼル油

ガソリン

LPG

諸 元

3.50億 ㌧/年

2.10億 ㌧/年

0.28億 ㌧/年

0.21億 ㌧/年

0.04億 ㌧/年

注)デ ィーゼル油+ガ ソリンの生産量は、我が国の昭和57年 度の総生産量に匹敵。

乾留処理で得られる石油留分は、昭和63年 度の世界の石油生産量の2%に 相当する。

なお,参 考 の た め に 木 材,石 炭,石 炭 系 固

形 燃 料 の概 略 組 成 を表 田 に 示 した。

3.5億 トンの 石 炭 を処 理 す る プ ラ ン トの 数

は,標 準 規 模 を 通 常 の10,000ト ン/日 とす る

と118基 必 要 とな る。 標 準 規 模 の プ ラ ン トコ

ス トは,

乾留炉

水素化精製設備

豆炭製造設備他

～300億 円

～140億 円

～!0億 円

計 ～450億 円

と推 定 で き,118基 の総 建 設 コ ス トは5.3兆 円

と な る。 この プ ラ ン トの 償 却 費 用 を含 む 運 転
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経費率 を25%と すると,年間1.4兆 円ほどの資

金が必要 となる。この金額は,先 進諸国のO

DA等 の経済援助資金や世銀融資等で充分賄

いきれるものと考えられ,先 進国で検討が開

始 された炭酸ガス税 をこの財源 とす ることが

できれば,プ ラン トの建設が実現可能である

と考 えられる。

表10

開発途上国にこのような基幹産業 ともな り

得 るエネルギー獲得手段 を供与することは,

森林破壊を食い止め ることのみならず人口爆

発にも歯止めをかけることができ,且 つ近代

化 を推進 させ るための原動力にな り得ると考

えられる。

各種固形燃料の組成

木 材 石 炭
一

一

石炭系固形燃料

総発熱量 ～1
,000kcal/kg ～6 ,400kcal/kg

-一 一 一 皿-一}一}　 一

～6
,800kcal/kg

一 皿 　一

工業分析 (%) (%) (%)

(水 分) (～80) (～8)
}

揮発分 ～75 ～30 ～14

固定炭素 ～24 ～59 ～71

灰分 ～1 ～11 ～15

元素分析 (%) (%) (%)
炭素分 ～50 ～64 ～73

水素分 ～6 ～4 ～4

酸素分 ～42 ～18 ～5

窒素分 ～1 ～! ～2

硫黄分 一 ～1 ～1

灰 分 ～1 ～12 ～15

4.3先 進国における石炭利用

OECD全 加盟国の1987年 度の全エネルギ

ー消費に占める石炭の比率は22%弱 となって

お り,こ の内の7割 強が発電用燃料 として消

費されている。我が国の石炭火力発電所は比

較的新 しく,プ ラン ト規模の大 きい ものが多

く,平 均的な熱効率(送 電端効率)は 約35%

強 となっている。一方,欧 米の石炭火力は規

模が小 さく且つ古いプラン トが多 く,我 が国

と比べ2～3%効 率 が低下 しているのが現状

である。

しか し,現 在実用化の段階に到達 もしくは

到達過程にある超々臨界圧 ター ビン並びにガ

ス化複合発電システムや加圧流動床複合発電

システム等の導入によって5%以 上の省エネ

ルギー効果が期待できる(即 ち炭酸ガス抑制

効果がある)。経済的に余裕のある先進諸国に

ついては,こ れらの新技術の積極導入を計 り,

炭酸ガス排出量の削減を計ると共に原子力や

自然再生エネルギーの導入を平行 して進める

事が望 まれる。

5.お わ り に

炭酸ガスによる温暖化が取 り沙汰 されるよ

うになって以来,化 石燃料 中一番炭酸ガス排

出量の多い石炭 を排除しようとす る大きな動

きがあるが,地 球上のエネルギー資源量には

限 りがあり,且 つ人口爆発問題を抱えている
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現状 を踏まえると,開 発途上国抜 きには地球

環境の保全が計 り得ないことは明白な事実で

あることに気付 くであろう。

前節の試算でも明 らかなように,人 口増加

並びに開発途上国の近代化によってエネルギ

ー消費量は今後 とも増加する傾向にあり
,炭

酸ガス排 出量が多いと言うことで石炭の使用

を禁止もしくは制限す ることは事実上不可能

なことである。この炭酸ガス排出量の 多い石

炭 も,そ の使い方如何によっては炭酸ガス抑

制効果 と森林破壊抑制効果 とを合わせ持たせ

る事ができることを試算結果は示 している。

現在,我 々は,人 類に22世 紀が迎えられる

よう,一 時の感情に振 り回されることな く冷

静に何 をなすべ きか,何 が効果的か を冷静に

考 えなければならない重要な時期に立たされ

ていることを忘れてはならない。

さらに,イ ラクショック(1990年8月)で

またも我が国のエネルギー政策の脆弱さが明

らかにされたように,輸 送用エネルギーの石

油代替 を含む石油需要量の削減策 を早急に押

し進め ることも必要 であろう。

(かたやま ゆ くお 部長副主席研究員)

引 用 文 献

1)新 田 義 孝,燃 料 協 会 誌,

867(1989)

第68巻,第10号
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原子力発電プラン トの経年劣化/

長寿命化研究の現状

敷 地 明

1.は じ め に

'"米連邦航空局 老朽機に改善命令"(朝 日

新聞,平 成2年3月7日),"原 発寿命延長に

動 く,米 電力業界,新 設難 しく"(日 経新聞,

平成元年11月21日)と いう記事 をご覧になっ

た方もあろう。前者は,1988年 の米アロハ航

空B-737型 機の天井剥離・脱落事故の調査結

果に基づ く措置で,金属疲労への対処に加え,

腐食に対す る改善 を義務付けた ものであり,

国内航空会社 も運輸省航空局の対空改善通報

を受け対処 している。後者は,米 国のニュー

ヨーク電力が2009年 に運転期限が切れるイン

ディアンポイン ト3号 機(運 転開始1976年)

の7年 間延長申請 を,米 国原子力規制委員会

(NRC)に 提出したというものである。

材料 ・コンポーネン ト及び構造物の経年劣

化は,普 遍的に存在するものである。しか し,

そのプ ロセスは一様ではない。

それは,

① コンポーネン ト及び構造物が,材 料や設

計によって異なり,

② コンポーネン ト及び構造物は,異 なった

利用環境下で運用 され,機 能 してお り,

そして

③それらは異なったプラクティス,フ ィロ

ソフィの下で維持,管 理されている,

か らである。

具体的に言 うと,技 術 システムの材料や構造

物は,

①運転中の自然の内的な化学的プロセスあ

るいは物理的プロセス,

②外的 ストレッサー(例 えば,酸 化,放 射

線,湿 度など),

③運転の繰 り返 しに起 因した損耗,

④過度の試験(例 えば,頻 繁な非常用発電

機の試験),

⑤不適切 な設置,適 用,保 守,

によって経年的に劣化が累積 し,そ の特性に

変化が生 じる。

この ようなことから,原子力発電プラン ト,

火力発電プラン ト,航 空機,新 幹線,化 学プ

ラン トなど安全性の確保 を優先的に考えねば

ならない技術システムにおいては,材 料,コ

ンポーネン ト及び構造物の経年劣化対策が現

在重要な課題 となっている。

本稿では,原 子力発電プラン トの経年劣化

と安全確保 に対する技術的問題の係わ り,米

国における代表的な研究開発プログラムであ

るNPAR(NuclearPlantAgingResearch)

計画 とPLEX(PlantLifeExtension)計 画の

現状,経 年劣化/長 寿命化に関連する規制 ・

基準類の現状について紹介する。
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2.経 年劣化 と技術的安全問題

原子力発電プラン トにおける経年劣化要因

としては,他 の技術システム と同様に疲労,

コロージョン,エ ロー ジョンがあるが,そ れ

に加 えて特徴的なものとして放射線による劣

化がある。

経年劣化が,原 子力発電プラン トの安全性

及び技術的安全問題に与える潜在的インパ ク

トとしては,『もし主要 コンポーネン トや構造

物の劣化が,機 能喪失前に検出されず,適 切

に矯正行為が取られなければ,プ ラン トの安

全性に影響 を与え得 る』 ということであ り,

より具体的に言 うと,以 下のことが主要な問

題点 となる。

『安全系のシステム及び コンポーネン ト

は,安 全確保のため多重に用意されてい

るが,こ れらが経年劣化することにより,

カタス トロフィックな故障に対す る深層

防護(防 護の深さ)の 厚みを減 らすこと

にはならないか?あ るいは事故に至るよ

うな共通要 因故障の原因 とはな らない

か?』

これに対 して,具 体的な技術的安全問題 とし

ては,以 下の事項が考えられる。

① どの機器が経年劣化に影響 されやす い

か,ま たそれらの機器のうちどれが保守

されてお り,そ れは交換が可能なのか?

②安全性に影響 を与える経年劣化の過程 と

しては,ど んな ものがあるのか?

③年数の経過 している安全系のシステム,

コンポーネント及び構造物の運転可能性

(OperationalReadiness)は,設 計寿命

中及び延長 された寿命中どのように して

保証 されるのか?

④現在の検査手法は妥当か,ま た改良す る

とす るならばどのような点が必要か?

⑤余寿命 を評価す るための基準は,ど のよ

うなものか,ま たそれを判断するために

必要な根拠は何か?

⑥総合的評価 を実施す るための対象機 器

は,ど のようにして選ぶのか,ま たそれ

らの機器はイ可か?

⑦経年劣化を緩和するための現在の手法は

有効か?

⑧経年劣化が生 じたシステム及び機器にお

いて,運 転可能性を保証するために必要

な計画 としては,ど のようなものがある

のか?

⑨経年劣化を取 り扱 うために,規 制上 どの

ような変更が必要か,ま たそのスケジュ

ールは,ど のようにす るのか?

以上のような問いに対 して,我 が国を始め

として欧米各国で,原 子力発電所 の経年劣

化/長 寿命化研究が積極的になされている。

3.米 国 の動 き

米 国 で は1989年6月 現 在,111基1億393万

7000kWの 原 子 力 発 電 所 が稼 働 中 で あ り,1988

年 に お け る 原 子 力 発 電 の全 発 電 電 力 量 に 占め

る割 合 は,19.5%と な り,石 炭 火 力(56,9%)

に 次 ぐ第 二 の 電 源 とな って い る。 そ の 経 年 状

況 を見 て み る と,運 転 許 可 か ら20年 以 上 経 過

した プ ラ ン トは3基,15～20年 を経 過 した も

の は17基,10～15年 を経過 した もの は40基,

5～10年 を経 過 した もの は13基,5年 以 下 の

も の は38基 と な っ て お り,2000年 に はYan-

keeRowe原 子 力 発 電 所 が,運 転 許 可 期 間 の

満 了 を迎 え る。
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一方
,最 近発表された米国エネルギー省/

エネルギー情報局の2010年 までの長期エネル

ギー予測によれば,電 力需要の伸びが著 しく,

新規発電設備の建設が急がれるとしている。

しか しなが ら,現 在建設中の原子力発電所は

僅か5基 であ り,こ れ らは1995年 までには,

運転 を開始す ることが計画 されている。電力

会社は,2000年 以降,べ 一 スロー ド電源の増

設 を必要 としてはいるものの,現 行許認可シ

ステムへの対応の負担や,新 規プラン ト建設

コス ト高などの理由か ら,2010年 までに運転

を開始する発電所の新規発注は,今 の ところ

ない。このことか ら,現 行の40年 とい う運転

許可期間の満了によって,500万kWに 相当す る

11基の原子力発電所が,2010年 までに運転 を

停止せ ざるを得 ないことから,運 転寿命を20

年間程度延長したいとの考えを持つ電力会社

がかなりある。

このような背景か ら,1985年 より米国では

エネルギー省(DOE),原 子力規制委員会(N

RC)を は じめ,電 気事業者,プ ラン トメー

カー等が参加 して,原 子力発電所の寿命延伸

と許認可更新 を図 るための研究開発,な らび

に規制 ・基準の整備が,積 極的に実施されて

いる。

3-1.NRCに よ るNPAR(Nuclear

PlantAgingResearch)計 画

3-1-・-1.概 要 と目的

米 国NRCは,1983年 安 全 性 に 関 す るプ ラ

ン ト経 年 劣 化 の影 響 を系 統 的 に 評 価 す る こ と

を提 案 し,1985年 にNUREG-1144と して

NPAR計 画 を発 表 した。

本 計 画 は,寿 命 延 長 期 間 だ け で な く運 転 許

可 期 間 内 に お い て,電 気 ・機 械 的 機 器,安 全

システム,支 持 システム,及 び土木構造物の

経年劣化に関連した技術的安全性問題 を解決

す るためのもので,以 下のことを目的として

いる。

①機器,シ ステム,及 び土木構造物の劣化

を引き起 こし,プ ラントの安全性 を損な

うような経年劣化の効果を解明し,特 徴

イ寸1ナること,

②安全機能 を失 う前に機器,シ ステム,及

び土木構造物の経年劣化を検出するよう

な検査,監 視,モ ニター手法を確立して,

余寿命を評価す ること,

③経年劣化を緩和するための保管,保 守,

補修,及 び交換の有効性 を評価す ること。

3-1-2.NPAR計 画の内容

NRCは,運 転経験者および専門家の意見

とリスク評価の結果に基づいて,表 一1～3

に示す経年劣化評価の対象 となる機器等の初

期選定 を行 い,そ れらについて図一1に 示す

研究計画戦略に基づいた研究が実施されてい

る。研究は,以 下に示す三つのフェーズか ら

構成されている。

〔フェーズ1〕

経年劣化の影響,破 損モー ド,そ の要因

および機能の指標を含む性能パラメー タ

の確認

〔フェーズII〕

工学的試験研究の実施,現 場測定に基づ

く経年劣化評価,実 プ ラン トの機器の経

年劣化情報取得,検 査 ・監視およびモニ

ター法,あ るいは余寿命評価手法の改良,

および寿命延長に関す る規制上の推奨案

の作成

〔フェーズIII〕

上記研究成果の応用
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表一1NPAR計 画の経年劣化対象機器

(プラン トの安全性に関して経年劣化が重要性を有する機器)

Group1〔 フ ェ ー ズ1の 評 価 を 終 了 し、 フ ェ ー ズllを 実 施 中 。 〕

・電 動 弁 ・逆 止 弁

・モ ー タ ー ・バ ッテ リー

・ス ナ バ ・遮 断 器/リ レ ー

・電 磁 弁 ・電 動 逃 が し弁

・補 助給 水 ポ ンプ

・充 電 器/イ ンバ ー タ ー

・非 常 用デ ィーゼ ル発 電機

Group2〔 フ ェ ー ズ1を 計 画 中 で あ り、1988年 に実 施 。 〕

・電気 用 貫通 部 ・コネ クタ

・熱交 換器 ・圧縮 機

・ス イ ッチ

・ケ ーブ ル(電 源
、制 御 、計 装)

・変 圧 器

Group3〔 研究 対象 と して は推 奨 され るが 、NPAR計 画 で は計 画 に含 ま ない。 〕

・冷 却 フ ァ ン ・ベ ン ト弁

・エア ー作動 弁 ・機 器冷 却用 ポ ンプ

・蓄 電池 ・蒸 気隔 離弁

・安全系逃がし弁

・補助冷却系ポンプ

・復水分離器

表一2NPAR計 画の経年劣化対象システム

(事故の予防及び緩和に対して重要なシステム)

Group1〔 フ ェ ー ズ1及 び フ ェ ー ズ1を 実 施 中 。 〕

・高圧緊急炉心冷却系 ・低圧緊急炉心冷却系

・補機冷却系 ・機器冷却系

・原子炉保護系 ・余熱除去設備/補 助除熱設備

・補助給水系

Group2〔1988年 度 実 施予 定。 〕

・制御棒駆動機構

Group3〔NPAR計 画 で は、計 画 に含 ま ない。 〕

・工 学的 安 全施 設駆 動 系 ・再 循環 ポ ンプ トリップ系

・原子炉隔離時冷却系 ・ホウ酸水注入系

・格 納容 器 冷却 系 ・計 装 、制御 用 空調 シス テ ム
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表一3NPAR計 画の経年劣化評価対象機器

(事故時の安全上重要であり、交換が簡単に行えない機器)

PWR〔 加圧水型軽水炉〕

① 原子炉圧力容器*②

③1次 冷却材配管/緊 急炉心冷却系配管*④

⑤1次 冷却材ポンプ本体 ⑥

⑦ 制御棒駆動機構**⑧

⑨ 非常用デ ィーゼル発電機艸 ⑩

⑪ 炉内構造物 ⑫

⑬ 生体遮蔽 ⑭

格納容器/べ 一スマ ッ ト

蒸気発生器 乎

加圧器

ケーブル/コ ネクタ艸

アキューム レーター

原子炉圧力容器サポー ト

加圧ライン

BWR〔 沸騰水型軽水炉〕

① 原子炉圧力容器*

③ 再循環水配管/緊 急炉心冷却系配管*

⑤ 制御棒駆動機構艸

⑦ 非常用ディーゼル発電機**

⑨ 原子炉圧力容器サポー ト

② 格納容器/べ 一スマット

④ 再循環ポンプ本体

⑥ ケーブル/コ ネクタ艸

⑧ 炉内構造物

⑩ 生体遮蔽

注1)

注2)

*

**

寿命評価研究 は、1986年 度 に開始 した。

PWR及 びBWRに ついては、研究の優先度順 に列挙 してい る。

圧力バウンダ リー機器 にっいて は、材料工学部門(MEB/DE)で 実施中である。

これ らの機器 は、NPAR計 画で実施 している。
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なお,本 研究の成果に関 しては,現 行の原

子力発電プラン トの運転許可期間に対する安

全評価に加 えて,寿 命延長に関連す る効率的

で且つ有効 な規制のための技術べ一 スを提供

するという観点から,非 常に広い範囲に適用

することができるとしている。その主なもの

としては,以 下の事項が挙げられている。

① コー ドおよび基準の改定のための推奨案

の作成,

②経年劣化をモニター し,運 転許可 を更新

するために必要 となる監視試験や,保 守

法の評価および推奨

③技術デー タの取得およびプラン ト性能指

標確立のための推奨案の作成

④経年劣化 した機器に適 した供用期間中検

査手法確立のための情報提供

⑤一般的安全性問題(GSI)を 解決する

ためのNRR(NuclearReactorRegula-

tion)/RES(NuclearRegulatory

Research)へ の支援。

NPAR計 画は,す べてのプラン ト要素に

対する経年劣化や欠陥の特徴付け,お よび検

査,監 視,保 守方法の工学的評価を実施す る

わけではな く,い くつかの選ばれた電気機器,

機械的機器,お よび代表的なシステムを対象

としたものである。

NPAR計 画は,国 内の五つの研究機関に

おいて実施 されている。以下では,そ れ ら研

究 の一 例 と して,ORNL(OakRidge

NationalLaboratory)で 行 われているチェ

ックバルブのモニタリング手法の評価につい

て述べ る。

チェ ックバルブは,安 全系お よびBOP

(BalanceofPlant)シ ステムのあらゆる所で

使用されている。 このチェ ックバルブの故障

は,シ ス テ ム 劣 化 の 原 因 とな り,時 と して ウ

オ ー タハ ン マ ー や 監 視 用 機 器 に 損 傷 を 与 え

る。

チ ェ ッ クバ ル ブ に 対 す る現 在 の サ ー ベ イ ラ

ン ス要 求 は,劣 化 の タ イ ム リー な検 出 お よび

傾 向 追 跡 と して は不 十 分 で あ る こ とか ら,こ

の 研 究 で は ア コー ス テ ィ ッ クエ ミ ッ シ ョ ン,

超 音 波 検 査,磁 気 フ ラ ッ クス信 号 分 析,そ の

他(ラ デ ィ オ グ ラ フ ィ,圧 力雑 音 信 号 解 析)

に よ る モ ニ タ リ ン グ手 法 の 評 価 を実 施 して,

ASMEO&MStandards,NRC一 般

問 題SOER86-03に 対 す る産 業 界 の 対 応

な どへ の 反 映 を行 っ て い る。

前 述 し た三 つ の モ ニ タ リン グ手 法 か ら得 ら

れ る 診 断 情 報 を表 一4に 示 す 。

表 一4チ ェ ッ クバ ル ブ の モ ニ タ リン グ手 法 診 断

結 果

チェ ック

バ ル ブ

運転条件

検 出 感 度

アコースティック

エ ミッシ ョン
超音波検査

磁気フラックス

信 号分 折
一

全 開 劣 る 優 秀 優 秀

半 開 有 望 優 秀 優 秀

タ
ッ

ピ
ン

グ

検 出 優 秀 良 好 良 好

位 置 有 望 優 秀 優 秀

漏 洩 優 秀 劣 る 劣 る

研究の中間的評価結果は,以 下の通 りであ

る。

①現在,診 断情報の全般的レベルが最 も高

いのはアコースティックエ ミッションで

あるが,他 の手法 と同様に限界はある。

②アコースティックエ ミッションに他の ど

ちらかの手法を組み合わせたモニタリン

グ手法は,全 ての主要 なチェックバルブ
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の運転条件 で検出感度が高い。

③三つの手法は,現 在開発段階であり,今

後あらゆる観点から試験,評 価を実施 し

て,改 良 してい く必要がある。

3-2.EPR'1/DOEに よるPLEX

(PlantLifeExtension)計 画

3-2-1.概 要と目的

EPRIに おいては,軽 水炉の長寿命化に

関する研究をDOEと の協力の下で進めてお

り,具体的な活動 としては軽水炉寿命延長(N

UPLEX)運 営委貝会 と,DOE/EPR

Iプ ラン ト寿命延長(PLEX)研 究計画が

実施 されている。

前者は,20以 上の電力会社を含んだ長寿命

化研究の先導機関であ り,こ こではアプロー

チ及び研究プログラムの調整等が行 われてお

り,後 者のPLEX計 画 もこのNUPLEX

委員会の下で推進されている。

本研究プログラムの最終 目標は,先 行プラ

ントの許認可更新 をサポー トし,将 来のライ

センス更新要求のためのガイ ドラインを作成

することである。そのため当面の 目標は,以

下の項 目の決定に必要な技術や情報 を,電 気

事業者および規制側に提供することである。

①延長 した期間内でも経済的で信頼性のあ

る運転 を行い,電 力供給に役立っ,

②延長期 間中で も従事者,公 衆,環 境に対

して安全である,

③寿命延長期間の決定 とその根拠。

3-2-2.PLEX計 画の内容

(1).プ ラン ト長寿命化についての考え方 とア

プローチ

米国の原子力プラントには,他 の発電プラ

ントと同様に設計寿命というものは存在 して

お らず,メ ンテナンス,取 替え,運 転等のコ

ス トが,原 子力代替発電のコス トを上回った

時をプラン トの寿命 としてい る。

すなわち,ユ ニッ トの経済性寿命を決定す

ることが長寿命化 であ り,米 国では経済性寿

命がライセンス寿命を上回ることが期待され

ている。

具体的な寿命延長のアプローチ としては,

短期的方法から長期的方法 まで,以 下の三つ

の事項が考 えられる。

①建設許可か ら運転許可 までの期間を取 り

戻すためのライセンスの改良(～6年 程

度の寿命延長),

②燃料交換や メンテナ ンスのための運転停

止期間の回復(～8年 程度の寿命延長),

③寿命延長による運転 とライセンスの更新

(～20年 程度の寿命延長)

(2).PLEX計 画の内容

PLEX計 画は,図 一2に 示すように3段

階のステップか ら構成 されている。また,プ

ログラム全体 としては,8つ のプログラム要

素からなってお り,研 究項 目のソースは,

①EPRI/DOEに よるパ イ ロッ ト研

究,

②AIF(米 国原子力産業会議)/NESP

(NationalEnvironmentalStudyPro-

ject)に よる規制に関する研究

の二つである。

〔フェーズ1:1985～1986〕

フェーズ1で は,① 技術上,制 度上の問題

の評価,② プラン トあるいは電気事業者 ごと

の方法 と戦略の開発,③ 長寿命化のオプ ショ

ンを持 ち続けるために電気事業者が とるべ き

措置の決定,に 焦点を当てた研究が実施 され

た。
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これ ら を実 施 す る 第 一 の 目的 と し て は,長

寿 命 化 をサ ポ ー トす るた め の戦 略 を決 定 す る

こ とで あ り,ま た,第 二 の 目的 と し て は,現

在 の検 査 ・記録 ・メ ンテ ナ ン ス に 関 して,す

ぐに 実 施 で き る措 置 を決 定 す る こ とで あ る。

パ イロットプラン トの長寿命化研究が1985

年1月 に工学的 ・運転上の手法,経 済性の評

価,様 々なプロジェクトの管理等 を含めた長

寿命化の戦略を決定す ることを目的 として開

始 された。
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図 一2PLE× 研 究 計 画

〔フ ェー ズII:1989～1990〕

フ ェー ズIIで は,デ ー タ管 理 の 必 要 性 に鑑

み,実 デ ー タ の収 集 ・解 析 と,現 在 あ る プ ラ

ン トの 寿 命 延 伸 を保 証 す る ため の,実 際 的 プ

ロ グ ラ ム の 検 討 が 実 施 され る。 こ の プ ロ グ ラ

ム で は,材 料 や 機 器 に 関 連 した 問 題 の 解 決 を

目的 と して お り,こ の 中 に は監 視,試 験,メ

ン テ ナ ン ス に 必要 な技 術 の 採 用,開 発 が 含 ま

れ て い る。 ま た,補 修 ・取 替 え の 可 能 性 評 価

の確 立 や,ク リテ ィ カル な プ ラ ン トシ ス テ ム,

機 器,構 造 物 の 継 続 運 転 を正 当化 す る た め の

研 究 も実 施 さ れ て い る。 な お,財 政 的 な 決 定

を行 う ため の ツ ー ル を提 供 す る こ と も,目 的

とな っ て い る。

さ らに,こ の フ ェー ズ で は,電 気 事 業 者 が

長 寿 命化 の 要 求 を確 立 し,適 切 な技 術 的 裏 付

け を 与 え る こ とに 関 して イ ニ シ ア テ ィブ を と

り,長 寿 命 化 に適 切 な規 制 要 求 を連 邦 ・州 ・

地 方 機 関 に対 して 提 出 す る予 定 と して い る。

ま た,こ こ で は,ラ イ セ ン ス更 新 の規 制 の 枠

組 み を定 義 す るNRCの 最 終 的 な政 策 声 明 の

承 認 や,コ ー ド ・基 準 の 改 良 も行 わ れ る。

〔フ ェ ー ズIII:1991～1994〕

フ ェ ー ズIIIで は,多 くの プ ラ ン トを対 象 と

して,長 寿 命 化 のプ ロ グ ラ ム と戦 略 の 実 施 が

検 討 され る予 定 で あ る。主 な 内 容 と して は,①
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ク リテ ィ カ ル機 器 を継 続 使 用 す る こ との 妥 当

性 評 価,② 補 修,取 替 え の ため の 経 済 性 評 価 手

法 の 確 立,③ 改 良 さ れ た監 視 ・試 験 保 守 技 術

の 実 施,④ コー ドや 基 準 の 改 良 等 が 実 施 さ れ

る。

次 に,PLEX計 画 の 各 プ ロ グ ラ ム要 素 に

お け る検 討 項 目の 概 要 につ い て 述 べ る。

〔ProgramDefinition〕

パ イ ロ ッ トプ ラ ン トの 研 究 が ,サ リー 発 電

所 ユ ニ ッ ト1や モ ン テ ィ セ ロ発 電 所 を 対 象 に

実 施 さ れ て い る。 な お,研 究 は 以 下 の 二 点 を

目的 と して 実 施 さ れ て い る。

① パ イ ロ ッ トプ ラ ン トの寿 命 延 長 の た め の

技 術 的 要 求 に 関 す る詳 細 な 評 価

② 実 際 的 な プ ラ ン ト固有 な 長 寿 命 化 プ ロ グ

ラ ム の 開 発

〔Materials/Components〕

現 在 の 基 準 は,劣 化 機 構 の 定 性 的 な理 解 に

基 づ くデ ザ イ ン 固有 な基 準 で あ り,こ れ に は

非 常 に 大 き なマ ー ジ ンが 含 まれ て い る。 こ の

プ ロ グ ラム 要 素 は,長 期 的 な 劣 化 機 構 に 関 す

る もの で,デ ザ イ ン 固有 な 基 準 を,運 転 に即

した(fittnessforservice)評 価 に 変 更 す る

こ と を 目的 と して い る。

〔DataSystem〕

長 寿 命 化 に は,様 々 な 情 報 が 必 要 で あ り,

そ の た め の デ ー タ シ ス テ ム の 必 要 性 の 明 確

化,寿 命 延 長 を支 援 す るた め に 必要 なデ ー タ

の 要 求 事 項,コ ン ク リー ト及 びReinforcing

Stee1の 化 学 分 析 デ ー タベ ー ス の 検 討 が 実 施

さ れ て い る。

〔Serveillance,TestingandMaintenance〕

監 視,モ ニ タ リン グ,試 験,保 守 は,非 常

に 重 要 な事 項 で あ り,具 体 的 に信 頼 性 をべ 一

ス と し た ク リテ ィ カ ル機 器 の 評 価,材 料 特 性

の非破壊試験,遠 隔検査手法の開発等が実施

されている。

〔Repair/Refurbishment〕

主要 コンポーネン トの取替 え/改 装,遠 隔

修理技術の開発,寿 命延長のためのスペアパ

ーツ戦略の開発,そ してコンクリー トの修理

手順の検討が実施 されている。

〔Economics〕

長寿命化研究では,電 力供給戦略に影響を

与える多くの因子を考慮する必要がある。経

済性に関する決定は,国 家,地 域,各 電気事

業者の各レベルで行われる。経済性の研究は,

プラントの寿命に影響す るクリティカルな因

子の決定 と,財 政的な意思決定のために利用

可能な経済性モデルにおいて,こ れらの因子

を説明するために必要 となる。国家的なプ ラ

ンニングのためには,国 家や地域の経済状態

の調査が必要であ り,ま た電気事業者の計画

担当者には,他 の手段による電力供給に対す

る長寿命化にかかるコス トと便益の評価が必

要 となる。

〔Regulatory〕

規制に関連するものとしては,プ ラン ト運

転期間延長に対す る規制 当局の検討事項のフ

ォロー,寿 命延長に関する規制上の要求事項

の影響評価,新 しい及び未解決安全問題の解

決の影響評価等が実施 されている。

〔CodesandStandards〕

ここでは,コ ー ド・基準に関する活動への

技術的支援の継続,コ ー ド・基準の修正等が

実施されている。

3-3.規 制 ・基準の動向

まず,最 初に経年劣化/長 寿命化に係 る日

米の原子力発電プラン トに対する規制の相違
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点について述べ る。

米国と我が国の原子力発電プラントの法規

制上の相違点は,原 子力発電プラントの供用

期間を規定 しているか否かである。米国にお

いては,技 術的でないにしろ,通 常の設備の

経済的な運営 を考えて,法 律で供用期間が規

定 されている。米国における原子力発電プラ

ン トの供用期間については,当 初建設許可か

ら40年 と規定 されていたが,1982年 から改善

が図られ,現 在は運転開始か ら40年 と変更さ

れている。

原子力発電プラン トの運転継続の条件 とし

ては,我 が国も米国 も定期検査(米 国の場合

は供用期間中検査)に 合格することに基づい

ていると考えられる。なお,長 寿命化に関連

するものとしては,我 が国の場合は使用前検

査の状況 と定期検査の結果が同一であること

が必要であるが,米 国の場合は建設時の技術

基準 と運開後の維持基準 とを別に定めてい

る。次に,米 国の許認可更新の状況について

述べ る。

NRCは,1989年10月13日 付 け(54FR

41980)で,原 子力発電プラン トの許認可更新

に関 して,実 質的な規制概念 と規則案のアウ

トラインを明らかにす る規則の事前通達 を再

公表 した。

原子力発電プラン トの許認可更新 に関する

事前通達は,1988年8月29日 付けで一度公表

されているが,こ の時は規則のオプションを

まとめた報告書(NUREG-1317,1988年

8月 付け公表)に 対するコメン トを募集する

のみの ものであった。 その後,NRCの スタ

ッフは,コ メン ト等 を参考に規則作成の方向

性の検討 を行い,実 質的な規制概念 と規則案

のアウ トラインを示す事前通達 を再 公表 し

た。以下では,事 前通達の許認可更新に関す

る規制概念の概要(表 一5参 照)に ついて述

べ ることにする。

まず,規 制の原則 としては,あ くまで現行

の許認可べ一スに基づいた規制であ り,設 置

者の安全プログラムとNRCの 規制監視活動

によって,更 新期間中の安全性の維持を図る

もの とされている。

次に許認可更新の条件 としては,

①現行の許認可べ一スを明確にするため,

当該プラン トの規制要件 と義務(少 な く

とも最終安全解析書の情報は含む)を 適

切にまとめること,

②安全上重要な構造物,系 統,及 びコンポ

ーネントの経年劣化メカニズム(疲 労,

浸食,熱 および放射線による脆化,腐 食,

供用磨耗,化 学効果)を 管理するのに適

切なプログラムを示すこと,

③IPE(lndividualPlantExamina-

tion:個 別 プラン ト評価)と 事故 管理

(AccidentManagement)プ ログラムを

終了 したプラン トに限ること,

等が挙げられている。

次に,更 新の手続きとしては,

① 申請の受付は,許 認可終了の20年 前から

3年 前迄,

②更新期間は20年 間迄,

③申請のレビュー期間は2～3年,

④環境評価報告書の内容によって,環 境影

響声明書(EIS)を 作成する必要性が

判断されること,

⑤バ ックフィット規則は適用されず,

⑥従来許認可終 了の1年 前迄 に提 出が求め

られていた使用済燃料の処分,及 び廃炉

措置の資金計画は,申 請レビュー中の場
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表 一5 許 認 可 更 新 に 関 す る 規 則 案 の 概 要
(54FR41980,1989年10月13日 付)

XX.1目 的 と ス コ ー プ

XX.3定 義

(a)現 行 の許認可 べ一ス、(b)劣 化 メカニズム、(c)

⑥ 原 子力施設 、(e)更 新期間 、(f)そ の他

XX.5

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

安全上重要な系統、構造物、 コ ンポーネン ト、

許認可更新の 申請

10CFR50,Sub.A,2、50.3、50.4に 従 う。

現行 の許認可期限の20年 以上前 に提出 して はならない。

更新許認可 の申請 とそ の他 の許認可の 申請を合わせて提出 して も良い。

現行 の許認可 の申請書、声 明、報告書等を参考文献 と して明示す る。

10CFRso.33(j)に 基づ いて、機密デ ータや防衛情報 は、非機密デ ータと分離 させ る。

現行の許認可期限の3年 前 まで に提出 しな ければな らない。

XX.7申 請書の 内容 一 一般情報

(a)10CFR50.33(a)～(e),(h),(i)に 示す事項を記載す る。

XX.9申 請書 の内容 ～ 技術情報

最終安全解析報告書(FSAR)を 含む もの とす る。FSARに は以下の情報を含む。

(a)現 行の許認可 ベース

(b)現 行の許認可 ベースへの適合の証明

(c)劣 化評価

(1)安 全上重要 な系統、構造物、 コ ンポーネ ン トの摘出

(2)設 計条件、運転時の環境条件(許 容応力、許容負荷、温度、圧力、湿度、放射線、化学条件等)

(3)(1)で 摘出 した系統、構造物、 コンポーネ ン トに対す る以下の劣化 メカニズムの影響

① 疲労/振 動、② 腐食、③ 浸食、④ 供用磨耗、⑤ 熱脆性、⑥ 照射脆性、

⑦ 化学的お よび生物学的効果、⑧ ク リープ/収 縮、⑨ 運転環境によ る劣化

(4)(1)で 摘出 した系統、構造物、 コ ンポーネ ン トが、許認可更新後 も(2)の条件を維持で きる証明

(5)(3)の 摘 出、評価、傾向分析 プログラムの説明 と技術的背景

(d)苛 酷事故関連の問題解決(IPEの 終了 とIPEで 摘出 された問題の対策実施状況 ・計画)

(e)Tech.Spec.(リ ス トと技術的背景、許認可更新 によ る変更点)

XX.11申 請書の 内容 一 環境情報

(a)10CFR51,Sub.Aに 従い既存の環境報告書の追補を含む もの とす る。

XX.13デ コ ミシ ョニ ング要件 と使用済み燃料管理要件の延期

(a)予 備デ コ ミシ ョニング計画書の提出要件(10CFR50.75(f))、 通知 と報告要件(10CFR50.54(bb))、

許認可終了 申請の提出要件(10CFR50.82)は 、許認可更新申請の レビュー期間中は従来の許認可終了の

1年 後 まで延期す る。

㈲ 許認可更新 申請が許可 され なか った場合 は、(a)で延期 した文書を6ケ 月以内 に提出す る。

XX.15ACRSの 報告書

ACRSは 許認可更新 申請書を レビューし、機密部分を除いて公開可能な 申請記録報告書を作成す る。

XX.17公 聴会

公聴会の開催を官報で通知 し、公衆の希望があれば公聴会を開催する。

XX.19更 新許認可の発効の基準

NRCは 以下の条件の基 に、XX.21(b)の 定め る全期間 にわた って、更新許認可を発効す ることがで きる。

(a)現 行の許認可ベ ースが適切 に報告 されてい る。

(b)安 全上重要 な系統、構造物、 コンポーネ ン トが全て摘出 されてい る。

(c)(b)の 劣化 メカニズムが全て摘出 されてい る。

(dl(c)の 対策が全て摘出 されて いる。

(e)(c)の 摘出、評価、傾向分析のための適切な プログラムが示 されてい る。

XX.21更 新許認可の発効

(a)更 新許認可は現行の運転認可と同等の位置付けとなる。
(b)更 新許認可は許認可に記載された一定期間(発 効の日付から40年を越えない)に ついて有効である。

この期間は、更新申請承認時に残っている現行の許認可期間に、更新期間(20年 以内)を 加えたもの

で、施設の寿命を越えない期間とする。

(c)従 来の許認可期間中でも、更新許認可取得後は更新許認可が当該プラントの許認可として発効する。
(d)更 新許認可には、更新にともなって必要な設計変更、運転制限、条件等を明記する。

XX,23記 録保存要件

設置者は、本項目で要求される文書を更新許認可期間中保存する。
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合は従来の許認可終了の1年 後迄,延 期

される,

としている。

更新後の許認可の性格 としては,従 来の許

認可期間内であったとしても,更 新許認可取

得後は更新許認可が,当 該プラン トの許認可

として発効される(SupersessionLicense)。

また,許 認可更新規則に取 り込 まないもの

としては,要 員配置および訓練プ ログラム,

組織構造,保 健物理プログラム,安 全プログ

ラム,運 転品質保証プログラム,緊 急時計画,

技術仕様書の定期的監視,供 用期間中検査お

よび試験プ ログラムでカバーされる機器等で

ある。

なお,NRCは,前 述したガイ ドラインに

基づいて,1990年7月17日 付けで,原 子力発

電プラン トの許認可更新に関す る規則案 を公

表した。今後は,申 請に必要な技術的情報の

摘出方法,安 全上重要な系統 構造物,お よ

び機器の選 定方 法につ いて,各 々規制指針

(RegulatoryGuide)が 作成 される予定 とな

っている。

4.お わ り に

米国では,本 稿で紹介 したように安全性,

経済1生,技 術的可能性の観点からNPAR計

画 とNUPLEX計 画 という二大研究開発プ

ロジェク トが進められている。これらのプロ

ジェクトでは,主 要コンポーネン トを対象 と

したハー ドウェア固有な研究に加え,プ ラン

ト全体の安全性 とい う観点から,経 年劣化現

象のプラン トシステムへ与 える影響 を把握す

るため,プ ラント全体 を対象 としたシステム

固有,お よび リスク指向的な研究アプローチ

が並行 して行われている。

一方
,我 が国においては,現 在稼働 中の軽

水炉の良好な運転実績 を背景に,想 定寿命期

間より更に長時間にわたって使用出来るなら

ば,経 済的 メリッ トに加 えて,次 期発電炉選

択 と導入への時間的余裕,発 電炉選択に対す

る柔軟性 を与えることができるという視点か

ら,現 在以下に示す四つの経年劣化/長 寿命

化に関す る研究開発プロジェクトが,着 実に

進められている。

① 日本原子力研究所におけ る経年劣化研究

②電力中央研究所における長寿命化研究

③発電設備技術検査協会における原子力プ

ラント長寿命化技術開発

④電力会社における原子力発電所の供用期

間延長に関する共同研究

今後,経 年劣化/長 寿命化の研究開発は,

我が国のエネルギー問題への対応を考えれば

ます ます重要 となって くる。

上記四つの研究開発が,着 実に進展するこ

とが望 まれるが,そ の推進にあたっては,

①経年劣化問題は,今 後更に安全問題 とし

てのみならず,プ ラント技術高度化にお

いて も重要な問題になると認識 し,我 が

国が国際的に主導的役割 を果たす方策を

検 討 す る こ と,

② 現行 の 国 内 プ ロ グ ラム を,有 機 的 連 携 を

持 つ よ うに す る た め の 方 策 を検 討 す る こ

と。 特 に 技 術 基 準 等 を我 が 国 の 実 情 に あ

っ た もの とす る た め,早 急 に 国 内 の 体 制

整 備 を行 う,

③ 他 産 業 分 野 に お い て も,例 え ば 予 知 保 全

(Predictivemaintenance)の 方 法 論 な

ど,ハ ー ドウ ェ ア 固 有 な ア プ ロー チ で は

な く,シ ス テ ム 固 有 あ る い は リス ク指 向

的 な ア プ ロー チ に 関 心 が あ る こ とか ら,
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原子力分野ではこれらの方法論の研究 を

推進 し,他 産業分野へ も貢献す るという

視点を持つ こと,

④今後,安 全に係る規制 ・基準 と技術基準

を検討 してい くにあたっては,そ の基本

的考え方 を明確にし整合性のとれたもの

とすること,

を考慮することが,重 要であると考えられる。

(しきち あきら 主任研究員)
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第9回 エネルギー総合工学 シンポジウム

現代社会 とリスクー工学 と社会の接点 としての リスクー

下 岡 止
口

、
マ

1.は じ め に

第9回 エネルギー総合工学シンポジウムが

[現代社会 とリスクー工学 と社会の接点 とし

ての リスクー]を テーマに平成2年7月18日

㈹ 日本工業倶楽部で開催 された。本文はこの

シンポジウムの概要について報告するもので

ある。

2.開 会 の 挨 拶.山 本 理 事 長

さまざまな リスクの中で生命に係わるリス

クが一番深刻な リスクであるが,近 年,技 術・

工学の進歩によって巨大産業 ・巨大技術 とい

ったものが我々のまわ りに現われ,人 類は今

までに経験 しなかったようなリスクに直面す

るようになってきた。 これらの リスクに対す

る個人個人の受け止め方には様々なものがあ

り,ま た社会に して もかならずしも定 まった

ものがあるわけではない。 したがって,こ の

シンポジウムではこのような課題 についての

講演や討論を期待 したい。

3.講 演

3.1工 学と社会の接点 としての リスク=東 京

大学工学部原子力工学科/近 藤駿介教授

本講演では,4つ の項目について述べ る。

第1は 工学システムとリスクの関係,第2は

その リスクを推定する方法,第3は リスク推

定の問題点,第4は リスクの受け入れ基準に

ついてである。

第1の 工学システムとリスクの関係である

が,工 学システムを社会に持ち込む場合,定

義はともか くとして絶対安全 ということはあ

り得ない。つ まり,我 々がある便益(ベ ネフ

ィット)を 求めて工学 システムを社会 に導入

すると,そ こに必然的に リスク(生 命 ・財産

への脅威)が 発生する。 この際,リ スクが0

にできるというのは不正直であり,こ れが存

在す るということを関係者が認識 しつつ,こ

れが制御可能(又 は管理可能)で あることか

ら,こ れの管理のあ り方について合意を追及

するべ きである。

この際に,ど れだけ リスクが小 さければ受

入れ可能 といえるか(Howsafeissafe

enough?)と いう問題 は,リ スクとベ ネフィッ

トをにらみつつ最適なシステムを選択すると

いう意志決定問題 として解かれる。この結果

としてどのようなリスクが受け入れられ,さ

らにどのようなシステムへの働 きかけ(リ ス

ク管理)が 妥当かが定まって くるのである。

上記の決定 を行 う際の最 も大事 な作業要素

として リスク推定がある。 リスクの定義は一

様ではないが,被 害の大 きさとその発生頻度

を要素 とす る。その推定方法には,1.専 門家
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による推定,2.災 害統計による間接推定,3.

モデルによる合成法(確 率論的安全評価)の

3つ がある。専門家による推定は,シ ステム

の設計段階ではよく使われている。多 くの場

合,こ うした推定の繰 り返しでシステム設計

が進行 している。 この方法はそうい うことで

非常に重要なアプローチであるが,リ スクの

推定 としては,推 定の追試ができない,不 確

実性について言及しに くい,経 験のないシス

テムには無力であるといった幾つかの問題点

がある。第2の 災害統計による間接推定はカ

ナダの インヘ イバー氏の開発 した もの であ

り,シ ステムの各要素の災害統計 を積 み上げ

ることによりリスクを推定する手法 である。

この手法はシステマティックであって,経 験

のないシステムにも適用できるが,災 害統計

に入っていないような希有事象によるリスク

を評価 しない可能性がある。モデルによる合

成法は,PRA(ProbabilisticRiskAssess-

ment:確 率 論 的 リス ク評 価)又 はPSA

(ProbabilisticSafetyAssessment:確 率 論

的安全評価)と いわれるものであ り,イ ベ ン

トツリーやフォール トツ リー等を用いて,シ

ステムの災害の発生するシナ リオを体系的に

見いだし,そ のシナ リオの発生頻度 とその被

害の大 きさを求め る手法である。この手法で

は,論 理的かつ包括的にリスク推定が可能で

あるが,こ うした作業は人間が行 うものであ

り,人 間の作業は何事 において も完全 とは言

い難いことか ら,評 価の完全性の証明が困難

であり,ま た実際なかなか完全 といえるもの

はない。

人間が複雑 な物 を作 り出している時代背景

を考えると,リ スクアセスメン トは必要で,

かつ政治的議論に耐 え得るものが求められて

お り,次第に直感的なものから合成的なもの,

言い替えると定量的な ものが必要になってき

ている。 しば しばこうした推定に不確かさが

伴 うことが問題視 されるが,未 来を予測する

のに不確かさはつ きもので,そ れを見定める

ことができれば成功 というべ きで,そ の存在

を踏まえての意志決定の方法論 こそ模索すべ

きである。

なお,こ の様な体系的な リスク評価は,被

害の大 きさとかその発生頻度 とともに安全設

計や運転管理のあ りかた等,い わゆる安全に

関する知見が多 く得 られ ることか らPSAと

呼ばれているが,こ うした観点か らもリスク

論はおいてもこの種の分析は多 くの産業分野

で行なわれるべ きだろう。

リスクの受け入れ基準については,実 際に

は少なくとも自主的な形では従来か ら存在す

る。例えば,放 射線に対す る基準 とか,AS

MEや 日本の通産省告示 という形での製品に

対する基準,建 築基準法等も,これを リスク目

標 と言い替えて も良いほどに背景に安全,言

いか えれば リス クに関す る哲学 を有 してい

る。欧米諸国の1部 では定量的な安全 目標が

提案又は使用 されるようになったのは,こ れ

までそれぞれの専門分野がそれぞれの職業倫

理に基づいて基準を定めてや ってきているの

に対して,そ うした受入れ基準のあり方がパ

ブ リックドメインで争点になり政治の場に出

てきた結果である。職業倫理 としての リスク

論でよかった時代は,専 門家の間だけで許容

リスクの定義 を議論 をしていれば良か った

が,政 治的合意 ということになると,さ まざ

まな種類の参加者間で リスクの議論をしなけ

ればならず,リ スクを推定す る人々への信頼

感 を含めて新 しい問題が生 じて くる。特に,
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非常に希 ではあるが,大 きな被害をもたらす

システムについては,そ のベネフィットの享

受すべき必然性が最大の争点になることを特

に注意 したい。

3.2リ スクマネジメン トのありかた:埼 玉工

業大学/井 上威恭名誉教授

リスクの定義については各分野でさまざま

に定義 されているが,私 はMITの 定義 を基

に[潜 在危険性/安 全防護対策 ×ヒューマン

ファクターズ]と して リス クを定義 したい。

特に,最 近の大 きな事故 をみると尋常でない

ヒューマンエラーによって事故 を起 こしてい

る。

今 までの安全の考 え方は災害を0に するこ

とであったが,災 害が起 きるか もしれないと

いうことを前提にして安全対策 をとるのが最

近の安全の考え方である。災害事故は,許 容

された リス クか らでも事故になる,敢 えて言

えば,法 規 を守っていれば安全なのではなく

それでも事故は起 きる可能性がある。

次に,事 故例か らの教訓 を述べ る。

コン ビナ ー ト事 故 を例 に と る と,昭 和

48～50年 までは事故の件数が増えてお り,こ

れが国会等で問題にな りコンビナー ト防災法

とかコンビナー ト保安規則ができてか らは事

故が急激に減少 した。 コンビナー トと直接関

係のないボイラー事故 も同様の傾向 を示 して

いる。このように事故 というものは,確 率の

みで評価 できるものではなく,皆 が努力して

少 なくしようと思 えば少 な くなるものであ

る。つ まり,安 全意識の乏 しい時は事故が多

発 し,そ れを意識している時には事故は減少

す るものである。

過去の事故統計によると,事 故原因として

運 転 管 理 の不 備 に よ る事 故 は全 体 の 半 数 以 上

に な っ て い る こ とか らみ て も,過 去 の 統 計 か

ら事 故 確 率 とか リス ク を推 測 す る こ とは極 め

て 危 険 な こ と と い え る。

この よ うに,ヒ ュー マ ンエ ラー とい う もの

は 主 要 な事 故 原 因 で あ るが,こ れ は 人 間 の 煩

悩 が な くな らな い 限 りな くな ら な い もの で あ

り,永 遠 に存 在 す る もの と考 え て い る。 人 間

の知 見 は 自然 現 象 の ご く一 部 に 限 られ て い る

た め,技 術 的 ミス とい う もの は皆 無 に す る こ

とは で きな い が,ヒ ュ ー マ ンエ ラー は リス ク

マ ネ ジ メ ン トに よ り限 りな く低 減 す る こ とが

可 能 で あ る。 リス クマ ネ ジ メ ン トとは,[リ ス

ク検 証,リ ス ク制 御,リ ス ク評 価,生 産,労

働 者 対 策]と い っ た も の を全 て 行 う こ とで あ

り,経 営 そ の もの とい え る。 リス ク管 理 者 が

命 令 を出 す 場 合 に は,命 令 の 出 し放 しで は な

く,管 理 者 が そ の 問 題 につ い て 深 い 関 心 を持

っ て い る こ と を示 し,経 過 を見 守 り,可 能 な

援 助 を現 実 的 に行 って い くこ とが 要 求 され て

い る。

す な は ち,リ ス ク は完 全 に 除 去 す る こ とは

で きな い が,リ ス クの 存 在 を絶 えず 念頭 に お

き安 全 管 理 をす る こ とが リス クマ ネ ジ メ ン ト

で あ り,こ れ に よ り リス ク を限 りな く低 減 す

る こ とが 可 能 で あ る。

3.3公 衆 の リス ク感 覚:学 習 院 大 学 法 学 部/

田 中 靖 政 教 授

リス クの 問題 を考 え る場 合,リ ス クの評 価

とは 別 に,人 が どの よ うに そ の リス ク を感 じ

るか と い う事 を知 る必 要 が あ る。 そ の 基 本 と

して,人 は ど う して 怖 い と感 じ るか とい うこ

とに つ い て述 べ る。

[怖 さ]と い う もの は,人 間 に 生 まれ つ き
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備わっている非常に正常な感情であり,そ の

怖 さをもたらす危険にたいして回避行動 をと

るというのはごく普通のことである。 まさに

それがあるからこそ人間は生 き残ってきたの

である。 したがって,何 かを恐れるか らとい

って,そ の恐れる人達 を愚かとい うわけには

いかない。

我々が何かを怖いと感ずるのは,そ の怖さ

を直接的あるいは間接的な経験を通 じて学習

した結果である。そして,こ の学習は直接的

に体験 したものよ りも,コ ミュニケー ション

によ り間接的に学習され るこ とが非常 に多

い。例 えば,原 子力のような話題性に富んだ

問題 については,そ れが危険であるというこ

とを自分 自身が直接的に経験するのではなく

て,マ スコミ等からの メッセイジによって[怖

い]と 思 うのが世の常である。 したが って,

か りに自分が原子力のことを怖 くないと思っ

ていても,[怖 い]と 思 う人を間違っていると

非難するわけにはいかない。

また,[怖 さ]は その危険に[身 近い]か ど

うかの関数で もある。 もし,チ ェルノブイリ

事故によ り,輸 入食品の中にその放射能を含

んだ ものがなかったなら,最 近の 日本の反原

子力発電運動はかな り異った様相 を呈 してい

た と考えられる。

このような[怖 さ]に 対 して,あ る程度の

免疫を作 ることも心理学的に可能であるとい

うことが知 られている。原子力発電の安全が

続けば,そ の危険というのは杷憂になる。 し

たがって,原 子力発電にとって安全運転によ

り事故 を起 こさないこ とが最大 に重要であ

り,も し,事 故が起 きると今 まで安全である

と信 じていた人 も裏切 られたという気持ちが

強 く働 き,安 全に対する信頼性を非常に減少

させるとい う事態になる。

[怖さ]は 人間の感情であ り,非 常に主観

的なものであるので,知 覚 された リスクとリ

スクそれ自体 とは全 く別のものである。 した

がって,専 門家 と素人大衆 との間に リスクの

認識の差がある場合,後 者の方が圧倒的に数

が多いため,専 門家の意見がその社会の中で

受け入れられない という非常に深刻な事態 を

引き起 こしている。

しかし,科 学技術の重要性を認識で きるよ

うな情報を十分に流 し,国 民が十分な情報 を

与えられた上で選択をし易 くさせ るという努

力 を地道にす ることが,原 子力発電等の[怖

さ]を 減ずることに役立つ という調査結果 も

ある。現在,原 子力発電については盛んに対

話 とい うことが各所で行われてきているが,

この対話に関しては,公 衆を正当な仲間とし

て認めて参加 して もらうという民主主義の原

則が一番大事である。

3.4原 子力発電に関するアンケー ト結果の分

析=下 岡浩主任研究員

例 えば朝 日新聞のアンケー ト調査によると

原子力発電に対す る評価は年々悪 くなってお

り,特 にチェルノブイ リ事故 を契機に急激に

悪 くなっている。 しかし,原 子力発電に対す

る不安感だけは逆に減少 している。

そこで,当 研究所では公衆の原子力発電に

対する認識の変化 とその要因を探るために,

約3年 前か ら計3回 にわたって20才 以上の一

般大衆の人々に対 しアンケー ト調査を実施 し

てきた。1回 目の調査はチェルノブイリ事故

の後の1987年1月,2回 目の調査はいわゆる

広瀬隆現象の後の1988年12月,3回 目の調査

は福島の再循環 ポンプ事故の後の1989年10月
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に実施 した。

2回 目の調査では,マ スコミ等で原子力発

電に関す る否定的な情報が多 くなっていた時

期であり,1回 目の調査結果に比べ 「利用す

べ き」「どちらかと言えば利用すべ き」といっ

た推進派は減少 し,逆 に廃止派は増加 してい

る。ただし,3回 目の調査では以前ほどでは

ないが若干肯定的になっている。「原子力発電

が有用 とお もうか無用 と思 うか」 とその必要

性を尋ねた調査結果では,推 進一廃止の評価

と同様の結果を示 し,無 用感が増加傾向にあ

るが,逆 に 「原子力発電を安心 とおもうか不

安 とおもうか」 を尋ねた調査結果では,年 々

不安 と思う人の割合が減少 している。

原子力発電の推進一廃止の態度決定に有用

一無用 ,感覚的な安全感覚である安心一不安,

具体的な安全認識である安全一危険の各評価

が どの程度の要因になっているか を多変量解

析で分析 した結果,原 子力発電の推進一廃止

の態度決定要因として最 も大きいのは有用感

の有無であり,安 全性の認識 と不安感の有無

は要因 としては小さいことがわかった。特に,

不安の認識は原子力発電 を廃止すべ きとの態

度決定要因としては無用 ・危険の認識に比べ

て小 さく,感 覚的な不安感のみでは廃止派と

なる要因にはならないと言える。

以前に比べ原子力発電の廃止派が増えた主

な原因は無用感の増大にあるとの結果がでた

が,こ れは石油情勢の安定等によりエネルギ

ー確保 の要求が相対的に減少 し,原 子力発電

に対する有用感が減少したものと思われる。

このような原子力発電の有用性の認識が薄れ

ている状況下において,チ ェルノブイ リ事故

の発生 とそれによる食品汚染問題が発生し,

これを契機に,新 しい形の反対運動が生 じ,

原子力発電に否定的な情報が氾濫 した。相対

的に,推 進側の情報は少な くなり,以 前から

の推進側情報の特長である,分 か りに くさ ・

情報提供の遅れ等か ら,推 進側の情報公開や

安全確保努力に対する疑念が生 じ,「知 る権

利」 とか 「選択の自由」 をないが しろにされ

たと感 じた公衆は,推 進体制や安全管理体制

への不信感 を増大させたと考えられる。第3

回目の調査では不安感 も制御不能 との評価 も

減少 しているが,そ の底流では推進体制や安

全管理体制への不信感が広がっている。

次に,原 子力発電の推進一廃止の直接的な

態度決定要因 としての 「必要性」と 「安全性」

の認識に影響 を及ぼす 「社会的要因」につい

て述べ る。相対的に原子力発電に否定的なグ

ループは「自然保護派」「主婦」「高学歴」「若

い人」「女性」であり,こ れ らのグループは同

時に 「自然保護」 を重視する傾向も示 し,生

産者 としての意識 より消費者 としての意識の

方が強 く,ま た市民としての意識も高い人々

であるといえる。つ まり,生 活水準を維持向

上 させるために必要 なものが量的にはある程

度手にいれたので,そ れらは維持しつつ,さ

らに安全等の質的充足を求める社会的傾向の

一側面が現在の原子力発電問題に現われてい

ると思われる。ただし,今 のようなエネルギ

ー大量消費により,現 在の生活スタイルを維

持することの是非を考える人達が現われは じ

めている事 も注 目すべ きことと思われ る。

原子力発電への疑問は 「放射線 ・放射能は

とにか くこわい」 という感覚的な理由と 「大

事故時の被害が甚大である」ことと 「放射性

廃棄物の処理処分技術」に関するものである

が,「 放射線・放射能はとにか くこわい」 とい

う感覚的な理由は推進派も廃止派も同様に持
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ってお り,こ の理由は原子力発電の推進一廃

止の態度決定に影響を及ぼしてはおらず,「大

事故時の被害」 と 「処理処分問題」に関す る

疑問が大きな要因 といえる。

以上述べたアンケー ト結果の分析か ら公衆

の態度決定構造をまとめると,チ ェル ノブイ

リ事故後に起 きた反原子力発電の動 きの原因

は単に漠然 とした不安感 によるものでは な

く,有 用感の欠如 と推進体制への不信感およ

びその底流にある基本的な生活意識の変化 に

あるといえる。従って,推 進側に とっては,

新 しい価値観や判断基準を持つようになった

公衆の要求に添った推進方針の見直 しが求め

られてお り,か つ積極的で明快 な提示が必要

になっていると思われる。 この新 しい推進方

針には,公 衆が安全管理や推進計画等を確認

でき,参 加意識の得 られるものであることが

望 まれる。つまり,我 が国の当初からの 自主・

民主 ・公開の原則をあらためて再認識 し,そ

の徹底 と具体化が必要 とされて きている。

4.パ ネ ル セ ッ シ ョン

近藤(司 会):本 パネルは,埼 玉工業大学の井

上名誉教授,学 習院大学法学部の田中教授,

東京大学医学部の草間助教授,(財)エ ネルギ

ー総合工学研究所の大塚氏をパネ リス トにお

迎えしています。最初に草間助教授 と大塚氏

より講演 を載 きたい。 リスクを頻度の大小 と

被害の大小で分類すると,最 近話題になって

いる低レベル放射線の リスクは頻度は低 いが

命にかかわるということで大被害に分類され

ると思 うが,こ の点か ら問題提起をして もら

いたい。

4.1問 題 提 起(そ の1)

草間:た しかに低確率 ・高影響の事故 とい

うのが一番問題になる。一般の人達が心配 し

ていることは2つ にしぼられる。1つ は,本

当に原子力発電所は安全なのかということ,

もう1つ は,そ の事故 とは関係 なく放射線の

影響 はどうなのか ということである。

事故が起 こるかどうかについては,工 学系

の先生に答えていただかな くてはならない。

もう一方の放射線の影響はどうなのか という

ことについては,通 常時も含めて放射線の リ

スクは[リ スク]と いう言葉よりも[デ トリ

メン ト][損 害]と いう言葉の方が良い。この

デ トリメン トを評価す る場合に不確実性が伴

うが,こ れ をどの程度許容するかは評価の目

的による。

まず,放 射線影響の リスク評価の 目的は下

記の5つ に集約 される。

(1)行 為の正当化ないし最適化の判断をす

る目的。

(2)基 準設定のため。

(3)異 常事態あるいは事故等があった場合

の介入措置,あ るいは対策 を導入す る

時の判断のため。

(4)実 効線量等量を評価する場合,特 に癌

あるいは遺伝的影響に対す る臓器 ・組

織の感受性 を算定するため。

(5)例 えば,放 射線作業に従事 していた人

が癌等で死亡 した場合に放射線が原因

としてどの程度関与 していたか とい う

原因確率の算定のため

このように,何 のためにデ トリメン ト評価

をするか ということを明確にした上で評価を

行 なうことが必要である。

次に,確 率論的 リス ク評価における,放 射

線影響 リスクの考え方を述べ る。事象の発生
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確率 というのは工学的 ・技術的な判断であり

主観確率 といえるが,事 象の結果は統計確率

としてでて くるものである。この2つ の確率

は異質でしか も不確実性が異るので,こ れ を

平行 して考慮するのは大変困難である。従っ

て,安 全 目標における確率論的 リスクは工学

系の専門家が使用す ることは可能 と思うが,

社会 との接点 としてPAの 視点か ら使 うこと

は多分不可能であろう。従って,放 射線影響

リスクと工学的な安全性についてはそれぞれ

の専 門家が別々に答えるという形の方が受け

入れ られやすい。

3番 目に,放 射線影響 リスクの問題点,す

なわち分かっていない事 としては,生 涯線量

として200ミ リシーベル ト以下の放射線 で癌

が出るのかどうかということであ り,も う1

つは人に本当に放射線によって遺伝的影響が

誘発されるのか どうか ということ2点 に集約

される。

前者は,確 率的影響に閾線量があるかない

か という問題であるが,放 射線安全 という立

場か らも,1つ の細胞に突然変異が起こった

らそれが癌の原因にな りうるという仮定 をと

る以上,閾 線量がないとい う仮定は,メ カニ

ズムが分かるまでは取 らざるを得 ない仮定で

ある。また,生 涯 リスクを予測するモデルの

設定 も大きな問題 になっている。

最後に,今 日のテーマである 「社会 と工学

の接点」の観点から社会の方の立場 で考える

と,リ スクマネジメン トのために,ま た社会

に対 して安全性 を分からせ るために専門家は

どれだけの努力をしているのかが問われてい

る。推進派 ・反対派に分け られない専門家に

対 して社会が どれだけの信頼 を持 っているか

というところで,リ スクコミュニケーション

が成立す るのである。逆に,専 門家は一般の

公衆を正当なパー トナー として認め,分 から

せ るための努力をし,相 手の主張を傾聴す る

姿勢が絶対必要である。さらに,リ スクのみ

ではなく便益 も積極的に理解 してもらう努力

も同 じように重要である。

4.2問 題提起(そ の2)

大塚:シ ステムの安全性については,学 識

者の直感だけではな くキメ細か く系統的に分

析することが非常に大切である。しか し,確

率論的 リスク評価 をすると結果が数字になっ

て出て くるので,こ の数字が どの程度信用 さ

れるか という問題にな り,結 局 その分析 をし

た人達 を信用するかどうかの問題 になる。 ま

た,世 の中の人達がある物事 を受け入れるか

どうかの判断はリスクのみによって行ってい

るわけではないということにも注意すべ きで

ある。

リスクを数字で表す習慣がつ くと,許 容さ

れるリスクレベルとい う考えが出てくるが,

当事者の間である基準を設け,そ れを目標に

してシステムを安全 なものに築 き上げるとい

うことは行 うべ きことであるけれ ども,自 分

達がここまで一生懸命やっているか ら世の中

の人達は受け入れるべ きであると思 うところ

に大 きな食い違いが出て くる。無条件に受け

入れられるリスクレベルがあると思い込むこ

とや,種 類の違 うリスクを比較 してそれが受

け入れの基準になると錯覚 してはならない。

この問題に関しては,人 の気持ちというも

のが重要になるが,科 学者 とい うのは人の気

持ちが分からない点では最右翼 に近い。大多

数の大衆の感覚 を冷静に謙虚に受け止める気

持ちを持つ必要がある。
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4.3パ ネル討論の主要点

近藤:「 工学 と社会の接点 としてのリスク」

というタイ トルにあるように リスク領域には

2つ の側面がある。1つ は専門家の リスク評

価 とアクセプタンスの クライテ リアの問題,

もう1つ は社会におけるリスクを伴 う工学シ

ステムのアクセプタンスの問題である。これ

を全て工学者の課題 とす るのもおか しいし,

全 く別物 と考えるの もおか しい。 これがこの

シンポジウムのタイ トルの背景だ。

井上:各 種の リスクを確率で表す と案外正直

なところが出て くるが,こ の確率でもって住

民 を説得することはタブーである。

我々は,昔 は災害を0に することが安全管

理であったが,今 は,災 害はどうしても0に

ならないので,そ のことを念頭において管理

をすることが リスクマネジメントであると思

っている。 ヒューマンエラーは絶対にな くな

らないが,こ れをな くす努力を絶 えず行なえ

ば限 りなく少 なくす ることができる。事故は

必ず起 きるが,そ の事故 を大 きくしないこと

が リスクマネジメン トである。

田中:主 観的な確率あるいは推定 リスクとい

うものは話題i生の高い ものに しないと素人大

衆には伝わらない。素人大衆の啓蒙あるいは

教育が職業上の責任の一端であるとお考 えに

なるなら,デ ータをいかに伝 えるかとい うこ

とを含めて考慮すべ きである。また,1度 公

表 しただけでは不十分であ り,リ スクコミュ

ニケー ションというのは何回でも繰 り返 し言

わなければならない し,い ろんなレベルの人

達に合わせ て納得のいくような表現方法で語

らねばならない。そして,彼 らに質問をして

もらいそれに答えることによって対話あるい

はフィー ドバ ックを設けることにより議論 を

深め るという工夫が必要である。一般大衆の

安全に影響す るような場合,も はや専門家だ

けのの意志決定でな く,新 しい現象 として専

門家は大衆 とのコミュニケーションをせ ざる

を得な くなった というのが実情である。

近藤:今 日の一連の話のポイントの1つ は,

我々は,例 えば居住地域を拡げるためにダム

を作るように便益を求めて リスクのあるシス

テムを使 うことがあるということで,リ スク

管理の問題が生 じるが,こ れは専門家の職業

倫理の問題 としてこれまでも非常に重要 な問

題であったし,こ れからも一層そうであ り続

けるということである。第2は,リ スクの社

会的評価の手続 きがすっか り変ってきている

という問題 であ り,パ ブ リックドメインで専

門家の判断 とともに公衆の判断が大きな比重

を占めるようになってきていることである。

そこで,専 門家は安全管理 をす る上 で安全 目

標 というものを持 たざるを得ないが,そ れが

政治的選択の場に出るとい う状況が生 じてい

る。つまり,専 門家の決める安全 目標な り基

準 というものに透明性 というかその論理構造

を公衆に説明可能なものにす る努力が非常に

重要になってきている。ここで一番困難な問

題はいわゆるロープロバビリティ ・ハイコン

シー クエンスのシナ リオに対す る安全 目標で

あるが,こ の答には全人類的な選択がからん

でいてなかなか難 しい。また,非 常に リスク

が小 さければそれは無視 できるという議論が

あるが,こ れに も専門家は判断の押売 りをし

ているのではないかとい う批難がある。これ

については,専 門家の判断だけの問題ではな

く,社 会倫理に立脚した説明を用意 していく

ことが必要であろう。この際に,リ スクに対
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す る工学者 と公衆のバーセプ ションの違いが

問題だ といわれるがやや誤解がある。 リス ク

に係わる社会的決定 をどうす るかが政治プロ

セス として精致化されていないということだ

ろう。工学者の役割は専門家 としてこの場ヘ

モデル ・知識 ・情報 を提供 してい くのが基本

であろう。

草間:リ スクを本当に 「死亡」という形でと

らえていいかどうかを検討す る必要がある。

チェル ノブイリのあれだけの大きな事故でさ

えも,一 般公衆でははっきりと放射能の影響

で亡 くなっている人はいない。従 って,原 子

力事故の場合,癌 と遺伝的影響以外の死亡は

ゼロにす るというのは原則だと思 う。要す る

に,「死」の質を考える必要があ り,癌 と遺伝

的影響を死亡あるいは死亡率 という形で表 し

て良いか どうかである。この放射線影響を考

える時は,デ トリメン ト・損害 という形で表

す方が良い。すなわち,失 われる寿命の期間・

癌の発現分布 ・年齢分布等 を考えてい くこと

が大変重要である。

また,リ スクとか危険の概念はいわゆ るマ

スコミによって作 られ るとい うのを改めて認

識 し,専 門家 として リスクコミュニケーショ

ンをどうい う手段でやっていくのが一番適当

かを考える必要がある。

大塚:最 近,テ レビが煙 を出す という事故が

あったが,テ レビメーカーの経営者は 「今の

社会に リスクのない ものはない」などとは言

わない。エネルギー産業に従事す る人間には

使命感があって然るべ きでありたいが,自 分

達の産業 を他の産業より一段上に置いた意識

があるとすれば好ましいことではない。

近藤 二そのことについては,そ ういわない経

営者の方が不正直だ という見方 もある。その

問題の所在はテレビの専門家の問では常識だ

ったし,マ ニュアルにも記してある。そこで

も専門家は家庭のほこりの蓄積状況などを分

析 しなが らある安全観に基づ き安全設計を行

なっている。それを言 うか言わないかは別 と

して。

井上:オ ランダは確率で安全 目標 を定め,今

度 イギリスも同様のことをするらしいが,日

本では非常に難 しいと思う。

田中:安 全 目標を設定する時には,専 門家で

はない政策担当者や社会人文科学の専門家が

入 っていたほうがよい。

井上:ど の くらいで許容 されるかという問題

は,世 問全体からみて決めるべ きである。

田中:原 子力の リスクというものは大衆にと

って全 く意味がない。だか ら,安 全 目標 とい

うものは大衆には意味がない。

草間:ま さに,安 全 目標 というのはやはり専

門家のための ものであ り,対 公衆の ものでは

ない。対公衆を考えた時には,決 定論的な説

明が分 りやすい。

近藤:放 射線についていえば,ICRPの 勧

告値 も私の解釈では安全 目標である。これは

専 門家のための ものであるとい うのはいい

が,こ れが国会などパブリック ドメインで論

じられるようになっているのが今 日の風景で

ある。

大塚:ICRPの 専 門家は勧告する前にその

社会的影響の大 きさを考えて社会科学の人々

との間で検討 してから勧告 をすべ きであると

思 う。

草間:ICRPの 勧告は影響確率の評価にお

いて間違いはない。

近藤 二今 日は,安 全性等については専門家が

決めて,そ れがそのことによって公衆に納得
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されて使われるという時代が変 りつつあ り,

公衆に説明可能であ り,し か も納得 してもら

わなければならない という状況の中で,社 会

と工学の接点に新 しい問題が出てきていると

いう事情 をいろいろな立場か らお話 しをいた

だいたと思います。そ して最後に国等におけ

る安全に係わる専門的な論議の場において も

公衆の構成貝を意識 したメンバーの構成を考

えるべ きであるとい う提案がされましたが,

これはこの状況に応 じた1つ の方策 を示 した

ものと思います。

本 日はありがとうございました。

(しもおか ひろし 主任研究員)
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研究所の うごき
(平成2年7月1日 ～9月30日)

◇ 月例研究会

第72回 月例研 究会

日 時:8月31日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館(6階)中 ホー ル

議 題:

1.総 合 エ ネル ギー調 査会 〔原子 力部会 〕 の

検 討 結果 につ い て

(資源 エネ ル ギー 庁 公益事 業 部 原子 力

発電 課総 括班 長 北 川慎介 氏)

2.放 射 性廃棄 物処 分 の研 究 開発動 向

放射 性廃棄 物 夏期 セ ミナー 報告 を中

心 に して(プ ロジ ェ ク ト試験研 究部

主任 研究 員 蛭沢 重信)

第73回 月例 研 究会

日 時:9月28日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館(6階)中 ホー ル

議 題:

1.サ ン シャ イン計画 の今 後 のあ り方 につ い

て

(工業技術 院 サ ン シャ イン計画 推進 本部

技術 班長 荒 木 由季子 氏)

2.分 散 型電 源の 系統 連系 問題 につ い て

(プ ロ ジ ェ ク ト試 験 研 究部 主任 研 究 員

太 田昭 司)

◇ 主なで きごと

7月2日(月)

4日(水)

5日(木)

6日(金)

第2回MTBE導 入に関する調

査 ・試験分科会

第1回 火力発電所の大気影響評

価技術実証調査委貝会 ・モデル

評価分科会

第1回 高度負荷集中制御システ

ム検討委員会 ・拡大小分科会

第2回 シミュレーション技術部

会

第1回MTBE導 入に関する調

査 ・委員会

第1回 業務用石油燃焼機器の低

10日(火)

11日(水)

18日(水)

19日(木)

20日(金)

23日(月)

24日(火)

25日(水)

26日(木)

27日(金)

8月1日(水)

7日(水)

NOx化 技術に関する調査 ・燃

料品質分科会

第1回 火力発電所の大気影響評

価技術実証調査委員会 ・開発技

術評価分科会

第1回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査委員会

第1回 業務用石油燃焼機器の低

NOx化 技術に関する調査 ・委

員会

第2回 エネルギー需要予測検討

委員会

原子炉総合数値解析システム実

用化調査準備会

第2回 火力発電所の大気影響評

価技術実証調査委貝会 ・モデル

評価分科会

第1回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査廃止措置物量等分科会

第1回 業務用石油燃焼機器の低

NOx化 技術に関する調査 ・燃

焼技術分科会

第36回企画委員会

第2回 火力発電所の大気影響評

価技術実証調査委員会 ・開発技

術評価分科会

第5回 高プルトニウム利用軽水

炉検討委員会

第1回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査廃止措置廃棄物再利用分

科会

第2回MTBE導 入に関する調

査 ・調査分科会

第2回 業務用石油燃焼機器の低

NOx化 技術に関する調査 ・燃

料品質分科会

第1回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査廃止措置手続分科会

第1回 分散型新発電技術実用化

実証研究に関する調査委員会

第3回 シミュレーション技術部

会

第1回 中小型軽水炉検討委員会

第1回FBR新 技術フィージビ

リティ調査検討委員会及びシス

テム概念,基 盤技術W/G分 科
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'

21日(火)

28日(火)

30日(木)

9月3日(月)

5日(水)

7日(金)

12日(水)

13日(木)

17日(月)

18日(火)

!9日(水)

20日(木)

21日(金)

25日(火)

26日(水)

会

第6回 高プル トニウム利用軽水

炉検討委員会

第1回 分散型新発電技術実用化

実証研究に関する調査委員会 ・

幹事会

第1回 固体電解質型燃料電池発

電システム調査委員会

原子炉総合数値解析システム実

用化海外調査打ち合せ

第4回 シミュレーション技術部

会

第2回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査廃止措置手続分科会

第1回 構造材料の経年劣化特性

に関する調査研究委員会

第3回MTBE導 入に関する調

査 ・試験分科会

第1回 原子炉総合数値解析シス

テム実用化調査委員会

第!回 次世代ハウスエネルギー

供給利用システム専門委員会

第2回 中小型軽水炉検討委員会

第1回 高度負荷集中制御システ

ム検討委員会 ・制御システム分

科会

第70回原子力プラント運転の信

頼性に関する研究会

第1回 高度負荷集中制御システ

ム検討委員会 ・ロー ドマネジメ

ン ト分科会

第1回 家庭用電力最適運用機器

システム検討委員会

第3回MTBE導 入に関する調

査 ・調査分科会

第3回 業務用石油燃焼機器の低

NOx化 技術に関する調査 ・燃

料品質分科会

第1回 石油エネルギープラント

の設備診断技術に関する調査委

員会

第3回 火力発電所の大気影響評

価技術実証調査委員会 ・モデル

評価分科会

第1回 環境調和型ディーゼル燃

料の開発に関する調査委員会

27日(木)

◇ 人事異動

第2回FBR新 技術F/S要 素

技術評価検討W/G分 科会

第3回 エネルギー需要予測検討

委員会

第2回 固体電解質型燃料電池発

電システム調査委員会

07月1日 付

(退任)

プ ロジェ ク ト試 験研 究部 主 任研 究貝

大 久保 克彦(出 向解 除)

(採用)

吉 江照一 主管研 究 員 に任 命

プ ロ ジェ ク ト試験研 究部 に配属

瓜 生宏之 主任研 究 員 に任 命

プ ロ ジェ ク ト試験研 究部 に 配属

(異動)

企 画部 ・エ ネ ル ギー 情報 セ ン ター ・プ ロジ

ェ ク ト試験 研究 部

副 主席研 究 員 大河 内一 男 プ ロ ジェ ク ト

試験研 究 部 に配属

プ ロジェ ク ト試 験研 究部

主任 研 究員 白江孝 俊 企画 部 ・エ ネル ギ

ー情 報 セ ンター ・プ ロ ジェ ク ト

試験研 究 部兼務 を任 命

07月31日 イ寸

(退任)

総務 部 長副 主席研 究 員 山口魏(定 年退 職)

(採用)

山 口 魏 嘱託 採用

総務部 長 に任 命

(期間 は平成3年7月31日 迄)

09月30日 付

(退任)

総務 部 研 究貝

◇ そ の 他

松本幸子(依 願退職)

海外 出 張

(1)松 井 一秋 副 主席研 究 員 は,「 新 型炉 国 際 シ

ン ポジ ウム'92」第11回 プ ロ グラム委員 会 出席

の ため,8月11日 か ら8月19日 の問,ア メ リ

カへ 出張 した。
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(2)重 田 潤 主 管 研 究 員 は,火 力 発 電 所 の 大 気 影

響 評 価 技 術 実 証 調 査 の た め,9月2日 か ら9

月13日 の 間,イ ギ リ ス,オ ラ ン ダ,西 ドイ

ツ,フ ラ ン ス へ 出 張 した 。

(3)村 野 徹 専 門役 は,「ThirdEuropeanCom-

munityConferenceonRadioactiveWaste

ManagementandDisposal」 に 出 席 す る た

め,9月15日 か ら9月23日 の 間 ル クセ ンブ ル

グへ 出張 した。

(4)三 井 英彦 副主 席研 究員 は,原 子炉 廃 止措 置

に 関す る調査 の ため,9月22日 か ら10月7日

の 間 ヨー ロ ッパ 及び ア メ リカへ 出張 した。

(5)谷 口武 俊 主任研 究 員は,「 第1回 国際 安全

科学 会議 」 出席 及 び海外機 関訪 問 の ため,9

月23日 か ら10月6日 の間 ヨー ロッパ及 びア メ

リカへ 出張 した。
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